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《民法（債権法）の改正について》

民法（債権法）について、平成２９年（２０１７年）５月２６日に「民法の一部を改正する法律（債
権法改正）」が成立し、令和２年（２０２０年）４月１日より施行されました。＊１、＊２
本手引は、改正後の民法に対応して作成しています。

＊１ 本手引では、令和２年４月１日施行後の民法を「改正民法」、同日以前施行の民法
を「改正前民法」と表示しています。

＊２ 参考
法務省ＨＰ：民法の一部を改正する法律（債権法改正）について

http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
民法の一部を改正する法律の概要－主な改正事項－
http : //www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
パンフレット 売買、消費貸借、定型約款などの契約に関するルール
の見直し
http : //www.moj.go.jp/content/001289629.pdf

＊３ 改正民法の施行日（令和２年４月１日）より前に締結された売買契約については、
原則として、改正前民法が適用されます（附則３４条）

は じ め に

一般消費者の方が、不動産の売買をすることは一生に何
度もあることではありませんので不動産の売却や購入につ
いての知識や経験も少ないのが普通です。
そこで、つい不動産業者任せになってしまい、取引の後
になってから「こんなはずではなかった」、「悪質不動産業
者にだまされた」といったトラブル相談が当機構にも多く
寄せられています。
この小冊子は、これからマイホームなどの不動産を売
却・購入する方のために、最低限知っておいていただきた
い知識を集めたガイドブックです。

不動産取引のポイントや一般的な取引の流れについて、
取引が終了するまでをステップを追って、売却・購入時の
注意すべき点を説明しています。
その他、不動産の売買を不動産業者に依頼するときの「媒
介契約」や、購入物件に欠陥があったときの「契約不適合
の担保責任」、「契約の解除」等の問題も取り上げています。
失敗のない不動産取引を行うために本ガイドブックをご
活用いただけましたら幸いです。

令和８年（２０２６年）６月



●不動産取引用語とその意味

用 語 意 味 等

宅地建物取引業者
不動産業者のことです。宅地建物取引業を営むためには、国や都道
府県の免許が必要です。略して「宅建業者」といいます。

宅地建物取引業法

不動産取引に関与する「宅建業者」が守らなければならない法律で
す。売主・買主等の利益の保護を大きな目的としています。
略して「宅建業法」といいます。

宅 地 建 物 取 引 士

宅地建物取引士資格試験に合格・登録し、宅地建物取引士証の交付
を受けた者のことをいいます。「重要事項説明」は、宅地建物取引
士でなければすることができません。
略して「宅建士」といいます。

媒 介 一般にいわれる「仲介」のことです。

媒 介 業 者 媒介を行う「宅建業者」のことです。「仲介業者」ともいいます。

媒 介 契 約

不動産の売却や購入の媒介の依頼を受けた「宅建業者」は、所定の
事項が記載された書面（「媒介契約書」）を依頼者に交付しなければ
なりません。媒介契約書には、「専属専任媒介契約書」「専任媒介契
約書」「一般媒介契約書」の３種類があります。

媒 介 報 酬

「仲介手数料」のことです。媒介業者は、契約を成立させると依頼
者に対して報酬を請求することができます（成功報酬）。受領でき
る報酬額には宅建業法で上限が定められています。

代 理

一般に、代理の場合、代理人に対して契約を締結する権限が与えら
れ、委託者に代わり代理人が契約を締結します。
遠隔地で契約に出向けないなどの特段の事情がない限り、宅建業者
への依頼は「媒介」で行うのが通常です。

重 要 事 項 説 明 書

契約を締結するか否かの判断をするために必要な情報が記載された
重要な書面です。宅建業者は買主に対し、契約が成立するまでの間
に、「重要事項説明書」を交付して説明することが義務付けられて
います。

契 約 不 適 合

（ 瑕 疵 ）

売買した建物に、契約に予定していない雨漏り等の欠陥があった場
合など、引き渡された目的物が、「種類、品質または数量に関して、
契約の内容に適合していないこと」をいいます。（改正前民法の「瑕
疵」と概ね同じ意味です。）
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不動産取引のポイント

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1 購入予定の不動産を知る
①重要事項説明書で確認する
不動産業者（以下「宅建業者」といいます。）は、取引の媒介（仲介）・代理をするとき、
又は自ら売主のときには、契約が成立するまでの間に、物件の内容（所有者、所在、大
きさ、権利関係、物件の状況等々）や取引の条件などを記載した「重要事項説明書」を
作成して説明することが義務付けられています。この重要事項説明書により購入予定物
件、購入条件等の詳細な内容を知ることができます。
もっとも、買主にとって重要な購入の目的・条件が、法律上の説明事項となっていな

いこともありますので、購入目的や条件はあらかじめ依頼する宅建業者に明確に伝えて
おきましょう。そうすることで、関与する宅建業者が必要な説明を行うべきとされる場
合が多いと考えられています。

②自分で購入予定物件・周辺環境の調査確認をする
購入のための情報収集は、原則、買主の自己責任です。宅建業者の重要事項説明書は
万能ではありません。購入予定物件の状況や周辺環境については、必ず、買主自身にお
いて現地調査を行い、物件に問題などはないか、騒音や悪臭等住環境に影響のある施設
等が近隣にないかなどについて、しっかり調査し確認をしましょう。
遠方により現地調査ができない場合やオンラインのみの取引の場合は、写真・動画や

オンライン内見、宅建業者への質問等を最大限活用して確認するようにしましょう。

2 契約条件を知る
…
…
…
…
…
…
…
…
…

売買価格は？手付金は？代金の支払時期・方法は？引渡しの時期は？付帯設備は？…
…取引をするにあたっては、売主と買主間の契約条件を決めます。この契約条件は、購入
する物件により決めておくべきことも様々です。通常、関与する業者が、契約条件を定めた契約
書の案を作成しますが、契約に当たっては、自分でその内容をチェックし確認する必要
があります。“知らなかった・わからなかった”などは通用しません。また、口約束は後
で否定されるなどトラブルが発生するおそれがあります。大事な約束事は書面にしてお
きます。

3 契約の決断をする
…
…
…
…
…
…
…
…
…

売主と契約条件について、合意できたら、いよいよ契約を締結します。
調印する前に、いまいちど契約書の条文を確認し、自分の責任で契約の締結をします。

★売主の義務と買主の義務
売主・買主双方は、契約書で約定したそれぞれの義務を履行することになります。売
主の義務は、買主に対して契約の内容に適合した物件を引き渡し、完全な所有権を移転
することです。一方、買主の義務は代金の支払をすることです。
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3 4

1 2

資金計画… 解除する 

え！ 

解除される 

売買価格は？ 

支払日
 

支払は
？ 
引渡しは？ 

住宅ローン 社内融資 

重
要
事
項 

残念ですが… 
わかりました 

このお話は 
なかったことに 

取引のポイント 

…
…

買主にとっては、特に、資金計画が重要となります。契約で約束した支払日に代金を支
払うことができるように準備しなければなりません。

4 契約解除の方法を知る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

①解除をする
契約の成立後に、契約を最初からなかったことにすることを契約の解除といいますが、

契約の解除には、例えば、買主が手付を放棄して契約を解除する手付解除、売主が手付
の倍額を返還して契約を解除する手付解除、買主が、予定していた融資が受けられなく
なり契約を解除するローン利用特約による解除、相手方（売主または買主）が契約の義
務を履行しないことによる違約解除、その他合意解除などがあります。契約の解除につ
いては、３４頁から３７頁で詳しく説明しています。

②解除による損失
契約の解除により、手付金が戻らなかったり、違約金や損害賠償の請求を受けるなど
の大きな損失が生じることもありますので、注意と覚悟が必要です。

紛争を未然に防ぐ手立てとして、本手引を活用して下さい。
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不動産取引の一般的な流れ

ここでは不動産を購入する際の一般的な流れを示しています。
入居に至るまでの取引の流れを把握する参考にして下さい。
買主は、契約締結前のできるだけ早い時期に、媒介業者または売主業者から、重要事項説明を

受けましょう。物件の内容と取引条件を早い時期に把握し、十分な検討をする時間的な余裕を持
つことが大事です。そのうえで、次のステップに進みましょう。

＜新築戸建住宅・マンション分譲＞
＊ 事業主（売主）・販売会社等により異なる場合があります。

（未完成物件の場合）

（重要事項の全体像の説明）

（十分な検討）

購入を媒介業者
に依頼する場合
媒介契約を締結

（完成物件の場合）

（重要事項の全体像の説明）

（十分な検討）

購入を媒介業者
に依頼する場合
媒介契約を締結モデルルーム等見学

登録申込み
↓

（登録抽選会）

購入申込み

重要事項説明

売買契約締結
（手付金の授受）

建物完成
↓

建物内覧会
↓

手直し工事

決済・引渡し

登記完了

完成建物見学

購入申込み

重要事項説明

売買契約締結
（手付金の授受）

決済・引渡し

登記完了
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＜既存戸建住宅・マンション売買＞15頁参照

（重要事項の全体像の説明）

（十分な検討）

購入を媒介業者
に依頼する場合
媒介契約を締結

（請負契約締結の条件付契約）

＊注 不動産売買では、契約時に契約の証として

「手付金」を支払うことが一般的ですが、

請負契約の場合は手付金とはいわず、「着

手金」とか「契約金」などとして支払われ

るのが一般的です。

＜建築条件付土地分譲＞32頁参照

（重要事項の全体像の説明）

（十分な検討）

購入を媒介業者
に依頼する場合
媒介契約を締結

（十分な検討）

物件情報収集

物件の選定

物件の見学・確認

購入申込み

重要事項説明

売買契約締結
（手付金の授受）

決済・引渡し

登記完了

物件情報収集

土地の見学・確認

購入申込み

重要事項説明

土地売買契約締結
（手付金の授受）

建築契約打合わせ
（プラン・見積等）

建築工事請負契約締結
（着手金注の授受）

工事着工
↓

建物完成

決済・引渡し

登記完了

建築計画の中止

特約に基づく土地売買
契約の解除

支払済の手付金等の返
還金受領
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1 不動産を売るときのポイント

売却相談 … 宅建業者に価格その他について相談します。

� ＊「宅建業者」（宅地建物取引業者）とは不動産業者のことです。

物件調査 … 宅建業者が売却予定物件の調査をします。

� ＊仲介する宅建業者を媒介（仲介）業者といいます。

価格査定 … 媒介（仲介）業者から査定した価格が提示されます。

�
媒介契約の締結
（売出価格決定）

… 媒介契約を締結して、売却の依頼をします。

�
＊媒介契約については、１３頁を参照してください。
＊既存住宅の売買については、１５頁を参照してください。

広告（販売活動） … 媒介業者は買主を探すための販売活動を行います。

� ＊特別に依頼する広告等を除き、販売活動の経費は媒介業者の負担です。

契約交渉・告知 … 媒介業者を通して購入希望者と契約条件について交渉します。

�
＊契約までに売主は、知っている売買物件の状況や欠陥・不具合等があれ
ば、その内容を購入希望者に告知します。

売買契約の締結
（手付金の授受） … 契約条件について買主と合意ができたら契約をします。

�
決済・引渡し … 売買代金全額の受領と同時に買主に物件を引渡します。

1 売却までの流れ

★価格について
価格には、取引の流れの中で、次のようなものがあります。

�売却希望価格…売主の売却希望価格（通常、査定価格を上回ることが多い。）
�査定価格 …媒介業者が「価格査定マニュアル」などに基づいて査定した価格

＊宅建業者が価格について意見を述べるときは、価格の根拠を明らかにすることが宅建

業法で義務付けられています。

�売出価格 …�、�の価格を協議の上、決定した市場への「売出価格」
＊媒介契約書には「媒介価額」としてこの価格が記載されます。

�購入希望価格…買主の購入希望価格（「指値（さしね）」ともいいます。）
�成約価格 …交渉の結果、売主・買主間で合意した「売買（契約）する価格」

売出価格で売却できることもありますが、購入希望者は少しでも安く購入したいので、購
入希望者から売出価格より低い「�購入希望価格」が示されるのが通常です。売買価格は交
渉により決まります。媒介業者が双方の希望を相手方に伝えながら調整・交渉しますが、価
格の合意ができなければ契約はできないことになります。
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2 トラブル防止のための告知と確認
不動産の種類・品質について、契約の内容に適合しないものを売主が買主に引き渡した
場合（例えば、売買により引き渡した既存住宅に、契約で予定していなかった雨漏りがあっ
た場合）、売主は、買主から、修補等を求められたり、場合によっては、損害賠償請求や契
約の解除を求められることがあります。
契約不適合に関するトラブルは多く発生しています。取引の実務では、一般的に媒介（仲

介）業者は、売主に告知書（物件の状況等の報告書）の作成協力をお願いしています。
売主は、知っている欠陥・不具合等がある場合は、告知書を通じてこれらを漏れなく買

主に告知するとともに、告知した欠陥・不具合等を売主・買主双方が確認を行い、そのま
ま引き渡すか、修補して引き渡すか等を含め、売買契約の内容とすることが、トラブル回
避の観点から重要です。68頁参照

3 こんなトラブルに注意
�不当に安い金額で売らされた
面識のない業者から突然に電話があり、現在は使用していないマンションや一戸建住宅

を「買い取るので、売ってほしい」と言葉巧みに勧誘され、近隣相場より著しく安い不当
な金額で契約をさせられたなどのトラブルがあります。高齢の方が狙われやすいので注意
が必要です。不動産を売るときは、1の手順で行うようにします。
�原野商法の二次、三次被害
消費生活センター等には、過去に原野商法等で買わされた土地の所有者を狙った詐欺的

行為による、次のような被害相談が多く寄せられています。騙されないように注意しましょ
う。また、困ったときは、早めに巻末の相談窓口に相談しましょう。
�売ってあげるといわれて、広告費の名目でお金を支払わされた。
�買う客がいるが測量が必要といわれて、測量費の名目でお金を支払わされた。
�売るためには草刈りや造成が必要といわれて、造成費用などのお金を支払わされた。
�「もっている土地を、価値のある土地と交換しよう」と持ちかけられ、購入する土地と
の差額代金を支払わされた。

★住宅のリースバック取引を行う場合、特に慎重な検討が必要です
近年、住宅利活用の選択肢として、住宅のリースバック取引（住宅を売却して現金を得て、

売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス）が注目されてい
ますが、消費者が契約内容等の十分な理解をしないまま契約をしてしまい、
�強引な勧誘で契約してしまい、後々解約を申し出たら高額な違約金を請求された
�支払賃料の合計額が数年で売却価格を超えることに後々気づいた
�市場での取引価格より著しく低額な代金で売却してしまった
�当初思っていた話と実際の賃貸借条件が違い、住み続けられない

といったトラブルになる例が見られます。
リースバック取引は、一連の手続きが複雑で特に慎重な検討が必要なことから、国土交通省

より「住宅のリースバックに関するガイドブック＊」が公開されています。取引の勧誘を受け
たとき・検討をするときには、これを参照するなどして慎重に判断をしましょう。
＊ 国土交通省ホームペーシ https : //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf
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2 不動産を買うときのポイント①⎧⎩
購入
計画
⎫
⎭

☆マイホーム購入は、一生の大仕事
1 どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。

交通の便、買物・学校・病院・公共施設などの利便施設、住環境、地域の発展性など…。
どこに重点をおきますか。すべての条件を満足できる物件を探すことは困難です。優先順
位をつけましょう。
一戸建住宅にしますか？マンションにしますか？新築ですか？中古ですか？広さや間取

りは？、将来のこともよく考えましょう。

2 予算は？どれだけの返済が可能ですか。
必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、住宅ローンの諸費
用、不動産取得税などの税金、引越費用、媒介報酬（手数料）などの最低限必要となる費
用、さらには照明器具、カーテン、家具の買換え、その他いろいろな費用がかかることに
注意が必要です。

資金計画は、堅実に、余裕を持たせて行いたいものです。金融機関等からの借入計画は、
借入可能額ではなく将来にわたって返済可能な額にすることが大切です。

ところで、ローンを利用する場合、希望通りにローンが借りられないこともあります。
そのようなときのために、売買契約書には「ローン利用（融資不可による契約の解
除）特約」を入れるようにしましょう。67頁参照

住宅ローンには、宅建業者のあっせんする「あっせんローン」と宅建業者を通さない「非
あっせんローン」があります。

●あっせんローン
宅建業者があらかじめ金融機関と提携契約を結びローンのあっせんをするものです。あっせ
んローンには、宅建業者が金融機関を紹介し、買主が融資申込手続を直接行うものも含まれま
す。
宅建業者は、ローンのあっせんをする場合は、融資が否認（全部又は一部）された場合の措

置（ローン利用特約）を、必ず説明しなければならないことになっています。
●非あっせんローン
宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。社内融資・自治体
融資・共済・自己取引の金融機関融資などが非あっせんローンになります。
非あっせんローンの場合、宅建業法で融資が否認された場合の措置の説明義務は宅建業者に

課されていませんが、契約書に「ローン利用特約」を入れるよう指導されていますので、特約
があることを必ず確認しましょう。

●割賦販売
代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後１年以上の期間にわたり、かつ、２回以上に
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買換え 

手持物件の 
売却契約 

売却代金の 
受領 

新規物件の 
購入契約 

購入代金の 
支払 

買換え特約 
付新規物件 
購入契約 

手持物件の 
売却契約 

売却代金の 
受領 

分割して受領することを条件として販売することをいいます。なお、通常行われる売買代金を
手付金・中間金・残代金等に分けて支払うものは割賦販売ではありません。

3 買換えのときは
買換えのとき、つい購入物件に目がいきがちですが、手持物件は売却できますか？仮に

「購入」を先行するにしても「買換え特約」は入れてありますか。

☆★☆買換えをするときの注意点☆★☆

いま住んでいる手持物件を売却して新規の住宅を購入する場合、新規物件の購
入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。
買換えをするときには、次のような方法があります。

１．今住んでいる手持物件を先に売ってから
新規物件を購入する（売り先行）。
……この方法が望ましい。
＊購入物件の引渡しまでの仮住まいを確保する必要があります。

２．新規物件の購入を先にする（買い先行）。
新規物件の購入にあたり、「手持物件を
○年○月○日までに、金○○円以上で売
却できなかったとき、又はその売却代金

が受領できなかった場合には、本契約は

消滅する」などの「買換特約」をつけて

おくことが賢明です。
55･68頁
参照

＊手持物件が一定の期間に売却できなかった場合、当該物件を買い取ってくれる
業者もあります（下取りシステム）が、この場合、下取り価格は、売却希望価格
を大きく下回るのが通常であることに注意しておく必要があります。このシステ
ムを利用するときは、買取の時期、価格、条件等について、十分に確認し、書面

化しておきましょう。
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3 不動産を買うときのポイント②⎧⎩
情報
収集
⎫
⎭

【広告のチェックリスト】…既存住宅の広告などでは表示されない項目があります。

宅建業者の取引態様 売主・買主・媒介（仲介）・代理の別

宅建業者の免許証番号 無免許業者とは取引しないこと。

交 通 等 の 利 便 最寄駅から物件までの距離、所要時間（徒歩・バスの別）

価 格 最低価格、最高価格、平均価格帯（最多販売価格帯）

前 面 道 路 の 表 示 公道・私道の別。私道負担の有無、接道状況（幅員、間口）等

権 利 通常は所有権。賃借権等のこともあります。

地 目 通常は宅地。田・畑の場合は要注意。

ロ ー ン 金融機関名・融資限度額・利率・返済期間、提携か紹介かなど

法令に基づく制限 用途地域・建ぺい率・容積率など。市街化調整区域の場合は要注意

許 可 番 号 宅地造成、建築確認などの許可番号の確認

1 物件の情報を集める
住宅の購入を計画するときは、まず多くの情報を収集することから始めましょう。

情報は、新聞広告・折込チラシ・住宅情報誌・インターネット（不動産情報総合サイトの
不動産ジャパン69頁参照等）・店頭広告などから収集できます。しかし、広告のキャッチフレー
ズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静にチェックしましょう。

2 オトリ広告に注意
不動産広告の内容や表現の仕方などは、「不動産の表示に関する公正競争規約」により規

制されています。ところが、現実には不当な広告も多く見うけられます。そのうち、特に
悪質なものはオトリ広告です。
オトリ広告とは、�売るつもりのない物件、�売ることのできない物件、�実際にあり

もしない物件でお客を集めることだけを目的とした広告です。
これは、広告につられてやってきたお客に「その物件はもう売れてしまいました。別の

よいものをお見せします」などといって、まともに広告したのではお客がつかないような
物件をことば巧みに売りつける手口です。
不動産には「格安物件」や「掘出し物件」はありません。怪しい広告には手を出さない
ように心がけましょう。

3 よい広告とは
それは、正確で情報量の多い広告です。周辺環境・利便施設・公共機関・交通（通勤・
通学時間帯の所要時間など）など、生活に必要な多くの情報が掲載されているものは良い
広告といえるでしょう。
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［現地でのチェックリスト］ このリストを参考にチェックしてみてください

□敷地や建物は？ 建物の位置・地形・地盤・境界・
電柱の位置・構造・間取りなど

□道路は？ 幅員・舗装の状態など

□交通は？ 通勤・通学のルート、所要時間
など

□住環境は？ 日照（方位）通風（隣接建物な
ど）・交通騒音・振動・臭気・
ばい煙・隣接地の建築計画など

□日常生活は？ 買物・病院・公共施設・ゴミ処
理など

□給排水施設は？ 上下水道・ガス供給設備など

既存住宅は次の項目も

□建物の外部は？ 基礎や外壁のクラック・傷み具合
・補修の状況など

□建物の内部は？ 建具・床・内装等の状態・雨もり
シロアリ害など

□付帯設備は？ 設備の状態・庭木・庭石など売買
対象物の確認など

□擁壁は？ 構造・高さ・クラックなど

□門・塀等は？ 仕様・傷み具合など

□車庫は？ 大きさ・形状・使い勝手など

□境界は？ 境界標の有無など

＊現地には、広告・地図・巻尺・方位磁石・カメラ・メモ用紙などを持っていくとよいでしょう。
＊防災情報についても、行政より公開されているハザードマップで確認をしておきましょう。

4 現地調査・確認のポイント
物件について、宅建業者からいろいろな説明を受けると思います。納得のいくまで説明
を求め、その上で自分の目と足で確かめることが大切です。次のことに注意しながら確認
しましょう。
①通常の交通機関を使って行く
自分の足で最寄駅やバス停を確認しながら、現地に行きましょう。車に乗ったのでは、

交通の便や現地までの実際の所要時間がわかりません。
駅・バス停等から現地までの「徒歩○分」の表示は、道路距離８０mを１分で計算していま

す。実際に何分かかるのか確認してください。歩くと商店街の様子や街並みも確認できま
す。車の中からでは見えないものにも気づくでしょう。
②現地には二度以上行く
現地や周辺の状況は、曜日・時間・天候等によっても違います。雨の降る日や休日以外

の日にも現地に行きたいものです。
③近所や地元の人にもいろいろ聞いてみる
夜間の交通・商店街の営業時間・建物の評判など、その土地に住んでいる人に聞くとい

ろいろな情報が得られるはずです。
④たくさんの人と一緒に行く
家族やアドバイスしてくれる人など、たくさんの人と一緒に行くと、ひとりでは気づか

ないことを発見できるでしょう。

売主等が居住中の物件を見るときには、見学の前に挨拶をすることはもちろんのことで
すが、写真撮影をするときは必ず了解を得るなど、ルールを守って居住者の方に不愉快な
思いを与えることがないように、気をつけて見学させてもらいましょう。
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4 媒介（仲介）契約を締結するときは

１．事務所の整備 宅建業者の標識、報酬の限度額などの掲示、専任の宅建士の設置など。

２．正しい広告義務 １０頁を参照してください。

３．媒介契約書の交付義務
宅地・建物の売買の媒介の契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成し
て依頼者にこれを交付しなければなりません。

４．重要事項説明書の交付と説明義務
契約する前に、宅建士が宅建士証を提示して、物件及び取引に関する重要な事
項を記載した書面（重要事項説明書）を交付して説明しなければなりません。

５．書面（契約書など）の交付
取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面（売買契
約書など）を交付しなければなりません。

６．宅建士証・従業者証明書
従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を、加えて、宅建士は都道府県
知事の発行する「宅建士証」を携帯しなければなりません。

７．業者の立場の明示
宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自
ら売主などの当事者となるのか媒介か代理か、立場を明確にしなければなりません。

1 宅建業者の選び方
不動産取引に失敗しないためには、信頼できる業者と媒介契約を締結することが重要で
す。法令を遵守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラ
ブルは起こしていないかなどを調べて、それらの結果を総合して判断して下さい。

★宅建業を行うには免許が必要
不動産取引（宅地建物取引）業を営むためには免許が必要です。
免許には�国土交通大臣免許（二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業をする。）と�都
道府県知事免許（一つの都道府県のみに事務所を置いて営業をする。）があります。

★宅建業者名簿の閲覧
国土交通省の各地方整備局等及び沖縄総合事務局・各都道府県の担当課で、その地域内に事
務所（本店）のある宅建業者の宅建業者名簿と免許申請書等の閲覧ができます＊。それを見れ
ば�免許証番号（営業年数がわかります。）�過去の営業成績（免許を更新していれば、更新
の免許申請前5年間の取引件数や額がわかります。）�商号・代表者・役員・事務所の所在地な
ど（たびたび変更があるときは注意が必要です。）�資産状況など（資本金・財務内容など）
を知ることができます。なお、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くとよいでしょう。
＊ 一部の業者は、デジタル閲覧が可能です。

★宅建業者のいろいろな義務
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共通点と相違点

共通
依頼者の義務 業者の義務

他業者への依頼 自己発見取引 業務処理の報告義務 指定流通機構への登録義務

専
任 有

効
期
限
は
３
か
月
以
内
＊１

重ねて依頼する
ことができない

認められる
・この場合、業者は媒
介契約履行のために要
した費用の償還を請求
することができます

依頼された業務の処
理状況を２週間に１
回以上文書等で報告
する

あり
・レインズ（契約の相手方を探
索するための業者間の情報ネッ
トワークシステム）への登録義
務があります。また、登録をし
た業者は、登録を証する書面（登
録証明書＊２）を依頼者に引き渡
さなければなりません

専
属
専
任

認められない
・自分で相手方を探し
た場合でも、当該宅建
業者に媒介を依頼する
ことになります

依頼された業務の処
理状況を１週間に１
回以上文書等で報告
する

一
般

重ねて依頼する
ことができる

認められる 義務なし 原則なし

＊１ 一般媒介契約の有効期限は、法律に基づくものではなく、標準媒介契約約款により定めているものです。
＊２ 登録証明書の二次元コードの読み取りにより、売主はレインズでの取引状況を確認できます。

2 媒介業者と媒介契約を締結する

［１］ 媒介（仲介）・代理の依頼は書面でする

宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介（仲介）又は代理を頼むのが一
般的です。
宅建業者が媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面（媒介・代理契

約書）にして交付することが義務づけられています。

★媒介業務の一般的な範囲
媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は、①物件調査、②
価格査定、③売買の相手方の探索、④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交
付、⑥決済、引渡し等です。他方、購入の場合は、①物件の探索及び紹介、②重要事項等の
説明と売却の④＋⑤＋⑥等です。
しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なる場合がありますので、具体的な内容に

ついては、媒介契約に先立って確認しておきます。

［２］ 媒介契約の種類

媒介契約には、①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約 ③一般媒介契約の３種類があります。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

［３］ 媒介と代理の違い

媒介とは、宅建業者が間をとりもち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽

力する行為をいい、売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。一方、代理の場合は、

代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委託者に代わり契約を締結するこ

とができます。
通常の不動産取引では、特段の事情（遠隔地の契約等）がない限り、「代理」ではなく「媒介」で行

うのが一般的です。
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（注）低廉な空き家等（消費税抜き売買代金が８００万円以下の宅地又は建物）で、媒介契約締結に際し
て、宅建業者が依頼者に説明し合意を得た場合の手数料は３０万円＋消費税が上限となります。

（媒介報酬額の上限額）…宅建業者が課税業者の場合

売買代金（消費税抜き） 媒介報酬額

２００万円以下の部分 ５．５％以内の額（注）

２００万円を超え４００万円以下の部分 ４．４％以内の額（注）

４００万円を超える部分 ３．３％以内の額（注）

実際に支払う額は
この限度額内で、話
合いで決めるもので
す。

《計算例》…宅建業者が課税業者の場合

消費税抜き売買代金が２０００万円の場合の媒介報酬の上限

２００万×５．５％＋２００万×４．４％＋１，６００万×３．３％ ＝７２６，０００円

（簡易計算法）

２０００万×３．３％＋６６，０００円＝７２６，０００円

★取引額（消費税抜き）が４００万円を超えるときは、簡易計算法で計算できます。

媒介報酬（手数料）の上限額…宅建業者が課税業者の場合

簡易計算法 消費税抜き売買代金×３．３％＋６６，０００円

これらが明記されていることを確認のうえ、
媒介契約書に署名・押印しましょう。44頁参照

［４］ 宅建業者に支払う媒介報酬（手数料）額

★宅建業者が依頼者から受取ることのできる媒介報酬の額は、上限が決められています。
宅建業者が課税業者の場合は消費税（１０％）が加わります。
なお、媒介報酬の額は、消費税を含んだ総額で表示されます。

★媒介報酬は、成功報酬
宅建業者は、その努力により売買等の契約を有効に成立させたときにはじめて媒介報酬を請
求することができます。通常は、契約が成立したときに報酬の半額、決済時にその残額を請求
しています。なお、その契約が買換え特約条項などで解除された場合等は報酬は返還すること
になっています。

★代理のときの報酬額は
代理の場合、成功報酬である点は媒介と同様です。しかし、依頼者の一方からのみ受取る場
合の報酬の額は、媒介のときの２倍（消費税抜き売買代金×６．６％＋１３２，０００円）が上限となり
ます。
また、売主と買主の依頼者双方から報酬を受取る場合の報酬の合計額も、（消費税抜き売買

代金×６．６％＋１３２，０００円）が上限となります。

［５］ 報酬の支払時期

媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。その支払時期は、売
買契約締結時に約定報酬額の５０％相当額、決済・引渡し時に残りの５０％相当額を支払うよ
うに（媒介契約において）定めるのが一般的です。

行政庁は業者に対して、契約時半金、決済時に半金を受領するように指導しています。
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5 既存住宅を売買するときは

1 建物状況調査の活用を検討する
既存住宅の流通量が増加しないのは、買主にとって住宅の品質が必ずしも明らかでない
ことが大きな要因となっており、安心して取引ができる市場環境を整備するためには、専
門家による建物状況調査（インスペクション）の活用が有効などの指摘がされてきました。
そこで、平成３０年４月から、既存住宅の媒介契約を締結する際には、媒介業者は依頼者に
対して、建物状況調査の制度概要の紹介と調査会社のあっせん希望の確認を行うことにな
りました。さらに、令和６年４月からは媒介業者が建物調査会社のあっせんを「無」とす
る場合は、媒介契約書上に、その理由を記載することとなりました。

2 建物状況調査とは・メリット
建物状況調査は、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎・外壁など

建物の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ・雨漏り
等の劣化・不具合の状況を把握するための目視を中心とした調査（非破壊検査）です。建
物状況調査が広く実施されることにより、良質な既存住宅が流通しやすくなると期待され
ています。

● 売主が実施するメリット

� 引渡し後のトラブル回避
取引後のクレーム等のトラブル回避に繋がります。

� 競合物件との差別化が図れる
購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化ができます。

● 買主が実施するメリット

� より安心して購入の判断ができる
専門家の調査により建物の状況が把握でき、より安心して購入の判断をすることが
できます。

� メンテナンスの見通しが立てやすい
購入後のリフォームやメンテナンス等の予定を見込んだ取引が可能となります。

注：買主が建物状況調査を実施する場合には、事前に売主の承諾を得る必要があります。

● 既存住宅売買瑕疵保険への加入

既存住宅について、「住宅瑕疵担保責任保険法人」の登録を受けた検査事業者の検査人
が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件
を満たした場合には、既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険（既存
住宅売買瑕疵保険）に加入することができます。

＜参考＞
国土交通省リーフレット 建物状況調査（インスペクション）活用の手引き
https : //www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001735147.pdf
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建物状況調査の制度の紹介 … 宅建業者より、建物状況調査の制度の概要が紹介されます。

�
�

あっせんを希望する
（「あっせん有」の媒介契約を締結）

あっせんを希望しない
（「あっせん無」の媒介契約を締結）

下記の
「広告（販売活動）」へ

�

調査会社の説明・手配 … 宅建業者は売主に、あっせん可能な調査会社の情報等を説明します。
宅建業者は、売主と調査会社との具体的なやりとりの手配をします。

�

調査申し入れの決定
… あっせんを受けた調査会社と、調査の内容・費用（調査会社が詳細な
説明を行う場合の費用を含む。）の確認等を行い、調査の実施を申し込
むかどうかを決めます。

�
�

調査を申し込む 調査を申し込まない 下記の
「広告（販売活動）」へ

�

調査を実施する … 調査会社により建物状況調査が実施されます。

�

調査報告及び報告書の受領 … 調査会社からの報告書を受領し、その内容を、媒介業者に告知します。

�

広告（販売活動） … 媒介業者は買主を探すための販売活動を行います。

�

契約交渉
… 媒介業者は購入希望者に対して、売主の報告書に基づいて建物の状況
について説明します。また、購入希望者より詳細な説明希望がある場
合には、調査会社との調整を行います。

�

重要事項説明 … 媒介業者は買主に対して、「建物状況調査の結果の概要（５９頁参照）」
に基づき、重要事項説明を行います。

�

売買契約の締結 … 媒介業者は契約当事者に対し、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況
について双方が確認した事項」についての書面を交付します。

�

決済・引き渡し

※ 買主が調査会社のあっせんを依頼する場合には、上記の流れに加えて、建物の所有者（売主）に
建物状況調査について事前に承諾を得る必要があります。

既存住宅の売却におけるあっせんの流れ

3 建物状況調査のあっせんの流れ
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6 契約をする前に

1 宅建業者の禁止行為
購入に関して検討が十分でない、資金計画が固まっていない、手付金等の契約時に必要
なお金の準備もできていないなど、契約の準備が整っていない段階で「急いで」または「急
がされて」契約をしてしまうと買主が不測の不利益を被ることもあります。そこで、宅建
業法は買主を保護するために、宅建業者が次のような行為をすることを禁止しています。

【禁止行為】
１．手付について信用の供与により契約の締結を誘引する行為

� 手付金を貸付けることで契約を誘引すること
� 手付金を分割または後払いにすることで契約を誘引すること

２．断定的判断を提供する行為
� 利益を生ずることが確実であると誤解させる言動
� 将来の環境または交通その他の利便について誤解させる言動

３．威迫により契約を締結させること
４．契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒む
こと

５．勧誘に先立って宅建業者の名称・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げずに、
勧誘を行うこと

６．契約を締結しない・勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示したに
もかかわらず、勧誘を継続すること

７．迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること
８．深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような
方法により困惑させること

９．契約の申込みの撤回に際し、受領している「預り金」の返還を拒むこと

［１］ 申込みのキャンセルと申込金

物件を見学して気に入ると売主業者や媒介（仲介）業者から購入申込書とともに申込金
の支払を求められることがあります。申込みをキャンセルしたときに、申込金の返還をめ
ぐりトラブルになることがありますが、申込者が申込みをキャンセルした場合において、
申込金を預かった宅建業者が、当該申込金（「預り金」）の返還を拒むことは禁止されてい
ます（上記禁止行為９）。
したがって、申込金は返してもらえますが、念のため、申込金を支払うときには、キャ

ンセル（撤回）の際、返してもらえることを確認しておきましょう。
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＜悪質な勧誘に対する対応のポイント＞
○ すぐに、明確・簡潔に断る － 話を聞かないこと

○ 断る理由は絶対にいわない － 会話をしないこと

○ 会社名・名前等を聞く － 毅然として対応すること

［２］ 契約は準備ができてから

手付の額に決まりはありません（ただし、宅建業者が売主となる場合は手付の額は売買
代金の２０％が上限として制限されています。）。契約をしやすくするために１０万円から５０万
円程度の少額の手付金で行うことも少なくありませんが、売買代金の５％から１０％の額の
手付金が授受されることが一般的です。売買代金が３０００万円であれば、１５０万円から３００万
円の手付金が必要になります。
営業担当者から「手付金の支払は後日で構いません…」（手付の後払い）「手付金２００万円

のうち今日は１０万円だけで構いません…」（手付の分割払い）などと言われ、手付金の準備
ができていないにもかかわらず、説得に負けて契約を締結して、後日、契約の解除をめぐ
りトラブルになることがあります。買主が手付金の準備もできていないのに“急がせて”
契約を締結させるとトラブルになる可能性が高いことから、�手付の後払い、�手付の分
割払いにより契約を締結させることは「信用の供与による契約の誘因行為」に当たるとし
て禁止しています（前頁、禁止行為１）。
契約は営業担当者等に言われてするものではありません。十分に検討して自分の判断で

行うものです。契約の検討も十分でなく、手付金の準備もできていない段階で契約を締結
することはしないようにしましょう。

［３］ 悪質な勧誘に対する対処

投資用マンション等の販売において、一部の宅建業者の悪質・強引な営業による被害相
談が全国の消費生活センター等に多く寄せられ、問題になっています。そこで、悪質な勧
誘行為による消費者被害の防止のために宅建業法施行規則の一部が改正され、前記の禁止
行為５、６、７が追加されました。
契約をする意思がないとき、勧誘を受ける意思がないときは「必要ありません。電話し

ないで下さい。」などと明確に断わることが大事です。その際に「断る理由」を言う必要は
ありません。会話をしないことが悪質な勧誘に対する対応の重要なポイントです。執拗な
勧誘で電話が切れない方は、「会社名、住所、電話番号、名前、加盟業界団体、免許番号を
教えてください。」と聞いて、メモを取ってください。ほとんどの場合は答えずに一方的に
電話を切ると思われます。毅然と断る勇気を持つことが大事です。それでも解決せずにお
困りの場合は、早めに巻末の相談窓口にご相談して下さい。
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契約は、十分な確認ができてから！！ 

2 宅建業者の「重要事項」の説明義務
不動産の購入に際し、取引物件について知っておく必要のある事項は多岐にわたり、専

門的知識が必要なものも多く、買主が自ら必要な情報を得るために調査することは困難で
す。また、取引条件について売主と直接交渉することも簡単ではありません。
そこで、不動産取引では、不動産取引の専門家である宅建業者が媒介（仲介）等で関与
するのが通常です。その宅建業者には、買主になろうとしている者（以下「買受希望者」
といいます。）に対し、契約が成立するまでの間に、取引物件の内容や取引条件に関する重
要な事項について書面（「重要事項説明書」）を交付して、宅地建物取引士に説明させるこ
と（「重要事項説明」）が義務付けられています。つまり、宅建業者は、買受希望者に代わっ
て、取引に必要な調査と売主との契約条件の交渉を行い「重要事項説明書」を作成するの
です。買受希望者はその重要事項説明を聞いて、当該物件を購入（契約）するかどうかを
判断します。このように重要事項説明は取引の判断をするための大変重要なものです。

自分が知りたいことについて説明がなかったり、わからないことがあったら、そのまま
にしないで宅建業者に積極的に質問をして、疑問点を解消しておきます。契約は自己責任
です。十分に理解・納得して契約に進んでください。

重要事項説明は、契約前のできるだけ早い時期に受けましょう。
説明を受ける際は、必ず宅建士証を確認しましょう。

あなたが知りたいことは確認できましたか。
重要事項説明書に書いてあることと、今までにあなたが調べたことを比較してみましょう
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【売買・交換の例…国土交通省の示す参考様式より】

○ 宅建業者・宅地建物取引士・取引の態様（売買・交換、媒介・代理）
○ 物件の表示（所在・面積等）・売主の表示

宅建業者は、少なくとも次の事項について調査の上記載・説明する義務が課されています。

� 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
１ 登記記録に記録された事項
２ 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
３ 私道負担等に関する事項
４ 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
５ 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等（未完成物件のとき）
６ 建物状況調査の実施の有無及び実施している場合におけるその結果の概要（既
存の建物のとき）

７ 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況（既存の建物のとき）
８ 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
９ 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
１０ 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
１１ 水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地
１２ 石綿使用調査の内容
１３ 耐震診断の内容
１４ 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合（住宅性能評価者の交付等について）

なお、建物が区分所有建物（マンション等）であるときは、「１棟の建物又はその
敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項」が説明事項に加わります。

� 取引条件に関する事項
１ 代金及び交換差金以外に授受される金額
２ 契約の解除に関する事項
３ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
４ 手付金等の保全措置の概要（業者が自ら売主の場合）
５ 支払金又は預り金の保全措置の概要
６ 金銭の貸借に関する事項
７ 担保責任（当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
場合におけるその不適合を担保すべき責任）の履行に関する措置の概要

８ 割賦販売に係る事項

� その他の事項
１ 供託所等に関する説明

上記以外の事項であっても、買主が「契約をするかどうかの判断に重要な影響
を及ぼす事項」について宅建業者が知っている場合には説明する必要があり、知
り得る状況にある場合には一定の調査を行い、確認の上、説明することが義務付
けられています。
これに反し、故意に事実を告げず（不告知）、不実のことを告げる行為（不実

告知）は重大な宅建業法違反となります。

3 重要事項説明書の記載・説明事項
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電磁的方法による重要事項説明・書面交付の注意点

宅建業法等の改正により、令和４年５月１８日から代理・媒介を行う宅建業者の重要事項
説明書や宅建業法３７条規定の書面の交付＊が、電子書面（改変が行われていないことを確
認できる措置が講じられたExcelやPDF等）によって提供することが可能になりました。
しかし、電磁的方法による重要事項説明や電子書面による書面の交付は、対面による説

明・書類の交付に比べ、時間的・場所的な制約が小さい点で便利ですが、画面上で説明や
内容確認が行われる制約から、確認漏れ・思い違い等が起きやすい懸念があります。
＊ 一般に宅建業法３７条の書面の交付は、同条規定の事項が記載されている売主と締結した売買契約書の買主へ

の交付によって行われています。

不動産における多くのトラブルは、重要事項説明や契約の内容の理解・確認不足に
よっておきています。
説明や書面の交付を電磁的方法で受ける場合には、少なくとも次のようなことに気
をつけて、くれぐれも失敗のないようにしてください。

不安な場合は電磁的方法による説明等は断り、対面による説明・書類の交付を求める

宅建業法では、宅建業者が、重要事項説明や書面の交付を電磁的方法で提供する場合、
手続きに不慣れな買主保護のため、買主の書面等による承諾が必要としています。
買主において、電磁的方法による提供に少しでも不安がある場合には、電磁的方法に
よる提供は断り、対面による説明・書類の交付を宅建業者に求めましょう。

電子書面はいったん紙に印刷して内容を確認した上で説明を受ける

画面による説明では、書面の一部ずつが画面に表示されていきますので、見落とし、
思い違いが発生する可能性があります。契約書や重要事項説明書は、特に重要なもので
すので、いったん紙に印刷して内容を確認した上で、説明を受けるようにしましょう。

電子書面の改変防止措置の確認とデータのバックアップは確実に行う

不動産のトラブルは、数年後、あるいは十数年経過した後に起きることが珍しくあり
ません。宅建業者から提供された重要事項説明や交付書面は、後日トラブルが発生した
時の、重要な証拠となるものですので、電子書面による場合は、改変防止措置が講じら
れている確認＊を必ず行い、またその保存は、保存媒体（CD―ROMやUSB等）の破損に
よる消失リスクに備えて、２重、３重のバックアップを行うとともに、並行的に紙に印
刷したものを保管しておきましょう。
＊ 宅建業者は説明の相手方に、電子書面が改変されていないかどうかの確認方法を説明する必要があります。
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注 意
１．登記事項証明書等が添付されている場合、交付年月日を確かめましょう。古いも

のは、その後、記載事項が変更されていることもあります。
２．既存住宅を購入する場合、広告などで「築○年」といっていることと登記記録の

記載が一致しているかどうかを確認することも大切です。

4 知っておきたいこと
知っておきたいことや確認しておきたいことはたくさんありますが、取引しようとして

いる物件の登記された権利の種類・内容、登記名義人（所有者）や計画する建物の建築が
可能な土地であるかなどは、基本的な確認事項です。これらは重要事項説明書に記載され
ますが、確認方法は以下のとおりです。

［１］ 登記内容
登記された権利関係（所有権、地上権、抵当権、地役権など）は、物件所在地を管轄す

る登記所（法務局）の登記記録で調査できます。不動産の登記記録は、誰でも登記事項証
明書等（手数料が必要です）を取得することにより、その内容を見ることができます。ま
た、公図（土地の地図台帳）の写しも取得できます。これにより、道路状況、隣地との関
係などを確認することも可能です。

★登記事項証明書等の取り方
「登記事項証明書」を取得すると登記記録に記録された事項を知ることができます。登記事
項証明書、地図証明書（地図または公図）、図面証明書（土地所在図、地積測量図、地役権図
面、建物図面と各階平面図）は、登記所の窓口のほか、郵送やインターネット利用により、交
付申請をすることができます。申請した証明書は郵送または登記所の窓口で受け取ることがで
きます。なお、登記所の窓口では現に効力を有する登記事項だけが記載された「登記事項要約
書」を取得することもできます。
＊オンライン申請の方法、料金等については、法務省のHPで確認してください。

★登記記録の見方
登記記録は「表題部」「権利部（甲区）」「権利部（乙区）」という３つの部分から成り立って

います。
【表題部】

人の履歴書でいえば、住所、氏名欄にあたるものです。土地については、所在・地番・地
目・地積、建物については、所在（家屋番号）・種類（用途）・構造・床面積・所有者※な
どが記載されます。※所有者の記録は、「所有権保存登記」がなされると抹消されます。

【権利部（甲区）】
甲区欄は、不動産の所有権の移り変わりを示し、原則としてこの欄の最後に記載されてい

る所有権の登記名義人が、現在の所有者です。買戻し特約、各種仮登記や差押登記もこの甲
区欄に記載されますが、このような登記が設定されているときは要注意です。

【権利部（乙区）】
乙区欄には、所有権以外の権利（抵当権・地役権など）が登記されます。乙区欄は、担保

に入っている場合とか、使用収益権（地上権、地役権、賃借権）の設定登記がなされている
場合に、その内容が記載されます。
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都市計
画法

建築基準法

土壌汚染対策法

宅地造成及び特定盛土等規制法

［２］ 建物の建築などを規制する法令上の制限

建物を建築する場合には、建物の種類や大きさなどを制限する都市計画法・建築基準法
をはじめとしてたくさんの法令があります。予定する建物を建築することができるか、物
件の所在地を管轄する市区町村の建築課などに問合せることにより確認することも可能です。

１市街化調整区域ではないか
市街化調整区域は、市街化を抑制するため
の区域です。原則として、一般の住宅を建て
ることはできません。

２建物が建築できる用途地域か
第１種低層住居専用地域など１３種類の用途地

域があります。用途地域により建築できる建
物の種類や大きさ、その他の制限が加えられ
ています。希望する建物が建築できるかどう
かを判断する大事なチェック項目のひとつで
す。

３開発許可、宅地造成工事許可など
の許可が必要な土地ではないか

購入する土地が造成されていないとき、開
発許可・宅地造成許可等が必要な場合があり
ます。また、農地の取引には、農地転用許可
（または届出）が必要です。
宅建業者は許可等を受ける前に契約を締結

（媒介）することは、禁じられています。

４建築確認はとられているか
まだ完成していない建売住宅やマンション
を購入するときには、建築確認が取得されて
いることを確認しましょう。
宅建業者は建築確認を受ける前に契約を締
結（媒介）することは、禁じられています。

５都市計画道路にあたってないか
敷地が都市計画道路内にあると、建築がで
きなかったり、将来、建物を撤去しなければ
ならなくなるおそれがあります。
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６敷地は建築基準法に規定する道路に適法に接しているか

道路があっても必ず建物を建築できるとは限りません。建築するには、敷地が建築基準法上の
道路に２m以上接していなければならないなど、規制があります。

道路と敷地の関係

道路
2m以上

路地状敷地（敷地延長）

2項道路（みなし道路）

セットバック部分
（道路とみなす部分）

道路

（道路中心線）

このセットバック部分は、建築対象敷地面積から
除外されることに注意しましょう！！

（建ぺい率・容積率計算のうえで敷地面積に
　含まれません。）

（一方後退）

川

W

L

2m

4m

2m

2m以上

位置指定道路

道路

敷地が路地状部分のみによって道路に接する
場合、幅員（W）は２m以上必要ですが、路地状
部分の長さ（L）により幅員（W）に制限を加え
ている場合があります。この路地状部分の長さ
に対する幅員についての制限は、地方公共団体
によって異なります。

前面道路の幅員が４m＊未満のとき、建物を建
てるとき（新築・建替え）には、建物や門・塀
等は道路の中心線から２mのところまで後退しな
ければなりません（セットバック）。この道路は、
一般に２項道路とよばれ、建築基準法が適用さ
れるようになった際、現に建物が建ち並んでい
る幅員４m未満の道路について、特定行政庁が道
路として指定したものです。
なお、道路の反対側が川、がけ地、線路敷き
等の場合は、川などの境界線から４mのところに
道路境界線があるとみなされます（一方後退）。

＊特定行政庁により「６ｍ」（この場合セットバックは道路中
心線より３ｍ）と指定されている区域もあります。
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［３］ 土砂災害警戒区域等

宅建業者は、取引する土地・建物が、�造成宅地防災区域内、�土砂災害警戒区域内、
�津波災害警戒区域内にあるときは、その旨の説明をします。当該区域に該当しないかど
うか、もし、該当するとした場合には、その危険性と法的制限等について十分理解してお
く必要があります。

（１）造成宅地防災区域

宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある区域や、宅地造成に伴う災害で危
害を生ずる発生のおそれが大きい区域

（２）土砂災害警戒区域等

・土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれ

があると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
・土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に
著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、
建築物の構造規制等が行われます。

（３）津波災害警戒区域

津波が発生した場合には住民その他の者の生命または身体に危害が生ずるおそれがある
と認められる土地の区域

［４］ 水防法に基づくハザードマップ

宅建業者は、取引する土地・建物に関し「水防法に基づくハザードマップ（洪水、雨水
出水（内水）、高潮）で、かつ、市町村が提供しているもの※１」があるかどうか、また、あ
る場合は当該マップにおけるその位置について説明をします。当該マップは、災害の恐れ
が高まった場合に、住民が自らの判断で適切に避難できるよう、水害のリスクを周知する
ものです。もしもの時の避難のため、避難所など当該マップの詳細な内容については、買
主にて市町村に問い合わせを行い確認をしておきましょう。
（注）※１に該当しない他のハザードマップについては、宅建業者の重要事項説明は原則あ

りませんので、買主にて、行政の窓口・HP等で確認をするようにしましょう。

［５］ アスベスト（石綿）と建物の耐震

（１） アスベスト

① アスベスト使用の調査記録の有無の説明
宅建業者は、売主（所有者）・管理組合（マンションの場合）等が、建物のアスベストの使用

の有無についての調査を行っているかどうか、その調査結果の記録があるかないかを調査
し、「調査結果の記録があるときはその内容」を説明します。
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調査結果の記録がないときは、「無」と説明されますが、この場合の「無」は「アスベス
トは使用されていない」ということではありませんので注意してください。
なお、宅建業者に、アスベスト使用の有無の調査の実施自体の義務はありません。

②アスベストの使用規制
建物に使用されたアスベストのうち、特に吹付けアスベストは粉じん飛散による健康被
害の危険性が指摘されており注意が必要です。アスベストの吹付け作業は、1975年に原則
禁止され、1995年には茶石綿・青石綿、2004年には白石綿の製造・輸入・使用等が禁止さ
れています。
なお、戸建住宅の屋根・外壁等に使用されていたアスベスト含有建材はアスベスト成型

板と呼ばれ、非飛散性のアスベストです。アスベスト成型板は、切断、破壊などをしない
限り大気中に飛散することはありませんので、健康への心配はないといわれています。
しかし、物理的に破壊した際にはアスベストを飛散させる可能性がありますので、建物
の増改築や解体などの場合は、飛散防止等の対策が必要になり、通常、解体費も割高にな
りますので注意が必要です。

（２） 建物の耐震診断

①耐震診断の有無の説明
宅建業者は、売主（所有者）・管理組合（マンションの場合）等が、建物（昭和56年6月1日以降

に新築の工事に着手したものは除かれます。）について、建築物の耐震改修促進法に基づき
指定確認調査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が行う耐震診断を
受けているかどうかを調査し、「耐震診断の記録があるときはその内容」を説明します。
なお、宅建業者に、耐震診断の実施自体の義務はありません。

②耐震設計に関する建築基準法の改正
建築基準法は、昭和53年の宮城県沖地震後に、耐震設計基準が抜本的に見直され、昭和

56年6月から「新耐震設計基準」が施行されています。その後に発生した平成7年1月の阪神・
淡路大震災では、この「新耐震設計基準」で建てられた建築物については被害が少なかっ
たことが報告されています。この「新耐震設計基準」によって建てられた建物については、
①の説明義務の対象から除外されています。なお、木造建築物については、建築基準法の昭
和56年改正において、壁（耐力壁）量規定等の見直しが行われましたが、平成12年には、さら
に耐震性を強化するための大幅な改正が行われています。
したがって、新耐震設計基準で建てられたマンションや平成12年改正以降の木造住宅に

ついては、正しく設計・施工等が行われていれば、一定の耐震性を有している建物と推定
されます。ただし、個々の建物の耐震強度については、実際に「耐震診断」を受けない限
り判断することは困難です。
今後も大地震の発生が懸念されていることからも、築

年数が経過した建物などの所有者等は積極的に耐震診断
を行い、適切な耐震補強を行っておくことが必要です。
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［６］ 住宅性能評価

誰しもが、安全で快適な生活が保証された高品質の住宅を手に入れたいものです。
新聞・雑誌・チラシなどの住宅の広告では、耐震性・耐火性・高気密・高断熱などの特
徴がならべられ、高品質・高性能住宅であることをアピールしています。しかし、品質・
性能について、客観的に判断できる基準が不明確な場合も見られます。このため、表示さ
れている品質・性能が備わっている建物であることを客観的に判断できるように、「住宅の
品質確保の促進等に関する法律（以下「品確法」といいます。）」において「住宅性能表示
制度」が用意されています。「住宅性能表示制度」は、表示された住宅の性能があることを
客観的に証明するものです。「住宅性能表示制度」を利用した建物を選択するのも一つの方
法といえます。

（１） 住宅性能表示制度
・住宅性能表示制度を利用する、しないは任意です。
・住宅の性能を「表示する基準」と「評価方法の基準」の２つのルールが定められています。
・第三者機関である「登録住宅性能評価機関」が性能評価を行い、その結果を「住宅性能
評価書」として交付します。

・当事者間に紛争が生じた場合は「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請することが
できます。裁判によらずに、円滑・迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

① 新築住宅の場合
★住宅性能は2段階で評価されます。
A．設計住宅性能評価書……設計図書の段階の評価結果をまとめたもの
B．建設住宅性能評価書……施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの
「設計住宅性能評価」のみの利用も可能ですが、工事段階の検査（原則４回）を経て評価さ
れる「建設住宅性能評価書」の交付を受けたものが、より信頼性が高いといえます。
性能表示事項は、「構造の安定に関すること」など１０分野３３項目からなっています。

② 既存（中古）住宅の場合
契約の透明化・円滑化や適切な維持管理、修繕・リフォームを支援するために、住まい
の痛み具合などを適時・適切に把握することなどを目的とした制度です。
★評価には、必須項目と選択項目（オプション）があります。
A．現況検査… a．部位等・事象別の判定、b．総合判定、c．特定現況検査（オプション）
B．個別性能評価（オプション）……評価できる性能分野は新築住宅の場合よりも限定されます。

（２） その他の保証制度
新築住宅は構造耐力上主要な部分について、１０年の保証（瑕疵担保責任）が義務付けら
れていますが、売主業者に資力がなかったり、倒産してしまったら、保証を十分に受けら
れないことがあります。そのような事態に対処するための制度として「住宅瑕疵担保履行
法」が創設され、平成２１年１０月１日以降に引渡を受けた新築住宅については一定の保護が
受けられます43頁参照。なお、国土交通大臣指定の各住宅瑕疵担保責任保険法人は、独自の「地
盤保証制度」、「住宅完成保証制度」、「リフォームかし保険」、「既存住宅瑕疵保険」等の保
証・保険制度を用意していますので、各会社のホームページ等で確認してみましょう。
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管理規約等で確認しておくこと

★管理方式………居住者の直接管理か管理会社への委託方式か
直接（自主管理）方式は、管理組合が全ての業務を自ら担当して行う方式です。

管理費は少なくて済みますが、組合員（区分所有者）に負担がかかります。

委託方式（全部委託方式・一部委託方式）は、全ての業務または一部の業務を管理

会社に委託して行わせる方式です。組合員の負担は少なくて済みますが、管理費が

高くなります。委託方式の場合、委託先のマンション管理業者を確認してください。

管理が委託されているときは、重要事項説明書で商号、名称または氏名と住所と

あわせてその者の登録番号を記載して説明することになっています。

なお、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管

理業者登録簿に登録を受けなければ、マンション管理業を営むことはできません。

★長期修繕計画………大規模修繕の予定や負担金の有無など
管理費・修繕積立金は、マンションを維持するために必要不可欠なものです。安

ければよいというものではありません。適正な長期修繕計画がたてられているかど

うかの確認も大切です。中古の場合は、大規模修繕の予定やその負担金の有無など

も確認しておく必要があります。

★管理費・修繕積立金………前所有者の滞納金はないか
売主に管理費や修繕積立金の滞納がないか、必ず確認します。前所有者に管理費

や修繕積立金の滞納があれば、管理組合はその滞納額を新所有者に対して請求する

ことができますので注意が必要です。

★駐車場、駐輪場、専用庭など
駐車場・専用庭などの使用方法・利用条件などを確認しておきます。特に駐車場

についてはその使用方法等についてトラブルになることもありますので、管理規約

のみならず使用細則等の関連する書面を確認しておく必要があります。

★使用目的・利用の制限………事務所等の禁止、ペット飼育の禁止など
規約で、専有部分の使用方法等についての制限をすることができます。

事務所使用、動物の飼育、フローリングへの変更などについて確認しましょう。

管理規約はマンションで生活するうえでの法律と考えて下さい。

［７］ マンションを購入するときは

マンションの購入に際しては、特に、次のような点に留意して下さい。

★入居者の評判は
住んでいる人に直接会って、住み心地や管理面等に問題がないかどうかについて聞いてみる
と参考になります。

★管理規約は
マンションは戸建住宅とは違い、多くの人が同一建物に居住するため、共同生活を円満・円
滑にするために、管理組合の運営に関することや区分所有者間相互の利害調整に関するルール
や使用方法などについて定めた管理規約があります。管理規約を確認することが重要です。
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7 契約を締結する

契約締結時の留意点

特に、次のようなことに気をつけて、くれぐれも失敗のないようにして下さい。

印鑑は必ず自分で押すこと

「印鑑を貸してください」といわれて渡したところ、自分の知らない書類をつくられ、損
害を受けた例もあります。

口約束はトラブルのもと

あとで、「言った」、「言わない」の水かけ論になります。大切な約束は必ず書面にしてお
きましょう。口約束があったことを証明するのは大変なことです。

拇印や署名だけでも契約の締結は有効

「印鑑を押さないのだから心配いりませんよ」といわれて、気軽に拇印を押してしまい、
後で違約金を請求された例もあります。

仮契約書は作らない

「仮契約だから…」といわれて気軽に署名・押印し、やめるといったら後で多額の違約金
を要求されたという例もあります。通常の取引において、仮契約を締結することはまずあ
りません。「仮」という言葉に惑わされないようにしましょう。

買付証明書・売渡承諾書の作成には注意を

買付証明や売渡承諾を取り消した場合に、キャンセル料を請求されたという事例があり
ます。これらの書面を作成したとしても確定的な意思表示ではありませんので、契約は成
立していないと解されています。

1 契約締結時のポイント
不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに契約の定め（契
約書の内容）について履行義務を負います。したがって、いったん、契約書を作成すると、
それ以降、その取引は契約書の内容に従って進められ、将来、取引について紛争が生じた
ときは契約書の内容に基づいて処理されることになります。

★契約書は、非常に大切なものです
不動産の取引は、買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分に確認しておかなければなり
ません。契約書をよく読んで意味のわからないこと、納得のいかないことが書いてあったら、
納得できるまで聞いたり調べたりしてから契約を締結しましょう。
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契約書内容確認の主なポイント

特に、重要な事項、トラブルになりやすい事項について、契約の前に再度確認をします。

○ 契約の重要な事項について、合意した内容と間違いがないか確認します。

目的物の表示、売買金額、代金支払い期日、引渡日、違約金の予定額・・・など

○ 引渡日までに行う義務＊について、確認をします。

「売主は隣地の境界承諾書を買主に交付する。」、「買主は金融機関より融資を得て売買代
金を用意する。」・・・など
＊引渡日までに行うとした義務が万一履行できなかった場合、契約の債務不履行となります。履行できない可能
性がある場合には、その場合の対応を契約書に定めておきます。

○ 契約の解除方法について、確認をします。（３４～３７頁参照）

・手付解除ができる期間、ローン解除を行うことができる期間・・・など

○ 売主・買主がそれぞれ分担するリスクの確認をします。（４０～４２頁、６３～６８頁参照）

・売主が契約不適合の担保責任を負う期間、売主より明示され、買主がその負担を負うと
した故障・欠陥等の内容・・・など

なつ印は自分で！

口約束をしない！

内容をよく確認して！

契約は慎重に！！

契約書

ここに印鑑を
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2 手付金等を支払うとき
売主が宅建業者の場合、手付金や中間金を受領するとき、その額が一定の金額を超える
と、保証書の控えを交付するなどの保全措置を講じることが義務付けられています。
この措置は、業者が倒産した場合などの不測の事態が発生したときでも、買主が支払っ

た手付金等について、その返還が受けられるようにするためのものです。

★保証書をもらう
手付金等の額が、売買代金の１０％（未完成の場合５％）を超える、または１，０００万円を超え

る場合は、保証機関の発行した保証書等を売主業者からもらってください。
保証書等の交付がないときは、手付金等の支払を拒むことができます。手付金等の額が上記

の一定金額以下の場合や買主へ所有権移転登記がなされた場合は、保全措置の対象になりませ
ん。また、宅建業者が売主の場合、売買代金の２０％を超える額の手付金を受領することはでき
ません。なお、売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、手付金等の保全措置の義務や手付
金の上限額の制限は適用されません。

★手付のない契約は危険
「１００％融資できます。手付は不要です。」などといわれ、手付金なしで契約を締結すること
がマレにあります。手付金なしで契約した場合、契約を解除しなければならない事情が生じた
ときに、手付金の放棄による契約の解除ができませんので、違約金が発生してしまいます。
手付金がいらないからと安易に契約することは大変危険であることを知っておきましょう。

★手付金が少額の取引にも気をつける
「希少物件だから、すぐ契約をしないと物件を逃してしまう。手付金は少額（例えば１０万円）

だから、万一の場合は手付放棄で契約解除できる。」などと言われて、契約を急がされ売買契
約をしたところ、後日、契約を解除しようとしたら、売主は既に履行に着手しているので手付
解除できない等と言われてトラブルになるケースが見られます。
手付金が少額ということは、売主からも簡単に手付金倍返しによる契約解除がされる可能性

があるということでもあり、特段の事情がなければ、手付金を少額な金額とすることは一般的
ではありません。（売買契約の解除に抑止力を持たせるため、一般的に手付金は、売買金額の
５～１０％程度とされることが多いようです。）
契約をするかしないかについて熟考をさせず、手付金を少額にして物件を紹介した当日に契

約を迫ってくる不動産業者には、特に気をつける必要があるといえるでしょう。
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建売住宅

「建売住宅」とは、建物を売主である宅建業
者が自己の企画と責任においてあらかじめ建
築し、または引渡時期までに建物を完成させ
て、土地と建物を一体として販売するものをい
います。従って、建売住宅は、販売時に建物
が完成しているかどうかに関わりなく、「既製
品」ということになります。
売買の目的物である建物を完成させてから

売り出されることはまれで、建築工事着工前

あるいは工事中の段階で売りに出す、いわゆ

る「青田売り」が一般的です。

建築条件付土地

「建築条件付土地」の販売とは、土地の売主
が自己または自己の指定する建築業者と、一
定期間内に建物を建築する契約を結ぶことを
条件として土地を販売するものです。

建築会社は指定されますが、建売住宅とは

異なり、建物の間取り・仕様などを土地の購

入者が自由に決定することができます。
従って、建築条件付の場合には、土地の売

買契約後に建物についての打合せを行い、建物

の計画が決まってから建築工事請負契約を締

結することになります。

3 建築条件付土地の契約をするときは

［１］ 建売住宅と建築条件付土地分譲の違い

「建築条件付土地」の分譲でありながら、一見すると「建売住宅」の広告にしか見えない
ものがあります。「建売住宅」と「建築条件付土地分譲」では、大きな違いがありますので、
取引に際しては、どちらの取引をしようとしているのか十分に理解しておく必要があります。

［２］ 工事完了前の宅地または建物の販売における規制

宅建業者は、宅地または建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に際し
て必要とされる開発許可、建築確認、その他の一定の法令上の手続を経た後でなければ、
広告を開始することはできず（広告開始時期の制限）、売買契約を締結することはできませ
ん（契約締結時期の制限）。
従って、建売住宅を販売するには、開発許可（開発許可を必要とする場合）、建築確認を受け

ている必要がありますので、開発許可番号や建築確認番号などを確認するようにします。

［３］ 建築条件付土地を購入するときは

建築条件付土地を購入するときは、土地売買契約書に、次のような定めがあるか確認し
ましょう。
① 一定の期間内（概ね３か月）に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とするこ
と

② ①の請負契約を締結しなかったとき、または建築をしないことが確定したときはこの土
地売買契約は解除になること

③ ②によりこの土地売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等
の金員全額を買主に返還すること、売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償ま
たは違約金の請求はできないこと
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　・土地売買契約と建築工事請負契約を
　同時に結んでしまうと、前述［　3　］のよ
　うな定めが意味をなさなくなってしま
　います。「希望する建物ができない」、
　「予算がオーバーしてしまう」など何
　らかの理由で計画を断念し契約を解除
　したいとき、「支払ったお金が戻って
　こない」ということになりかねません。
　　建物の打合せを十分に行い、見積金
　額を確認してから契約をしましょう。

　建物は、売主側で参考プランを作成
　していることも多いようですが、建物
　は白紙の状態から、あくまでも買主の
　希望で建てる注文住宅となります。
　「間取り」「仕様」「設備」などが決
　まり、見積金額を確認してから契約

　しましょう。

建築条件付
土地分譲

1 2
一定期間内に請負契約

を締結することを条件

建築確認
着工

建
築
条
件
付

土
地
売
買
契
約

建
築
工
事
請
負
契
約

注意！！
土地売買契約と建築工事請負契約を
　同時に結ぶことは避けましょう。

建築工事請負契約には宅地建物取引業法は適用されません。
損害を被っても、原則として宅地建物取引業法に基づく営業保証金または弁済

業務保証金による弁済の対象外とされます。

★取引による損害の弁済制度
★宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により損害を受けた場
合、所定の手続によりその損害金について営業保証金または弁済業務保証金から弁済を
受けることができます（建築工事請負契約には原則として適用がありません）。
ただし、弁済の受けられる額は、当該業者が供託すべき営業保証金の額に相当する額

の範囲になります。例えば、この業者が、本店（主たる事務所）と営業所２か所で宅建
業を営んでいる場合、この業者の営業保証金の額は、主たる事務所１，０００万円、営業所1
か所につき５００万円の合計２，０００万円となります（当該業者について、すでに他の取引で
被害額として弁済または認証された額があるときはその額を控除した額となります）。
取引をした宅建業者が損害の支払に応じないなどで困ったときは、巻末の相談窓口で

相談して下さい。
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8 契約を解除するときは

仮設小屋等 

１日 

クーリング・オフ適用期間 

売買契約締結（クーリングオフの告知） 

クーリングオフによる契約の解除は 
書面で８日以内に通知！ 

解除通知 

＜この期間内に書面で通知＞ 

（８日以内に発信すればよく、８日以内に相手方に到達する必要はありません。） 

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 

解除ができる場合 解除ができない場合

売主が宅建業者の場合で、テント張りや
仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売な
ど「事務所等」以外の場所で売買契約を
結んだ場合には、宅建業者から書面によ
りクーリング・オフ制度について告げら
れたその日から8日以内に限り、次頁のよ
うな書面で通知すれば無条件で契約の解
除ができます。

�物件の引渡しを受け、かつ、代金を全部支払ったとき
�次の場所で、買受けの申込みあるいは契約をした場合
イ．宅建業者の事務所（本社・支店・営業所・店舗等）
ロ．継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

（分譲マンションの販売事務所等）
ハ．１０区画以上の一団の宅地か１０戸以上の一団の建物の分

譲を行う案内所（ただしテント張り、仮設小屋であれ
ばクーリングオフで契約を解除できます。）

ニ．買主が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受ける
ことを申し出た場合のその場所

★契約は守るべきもの
契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。契約は守るべき
ものだからです。それに、せっかく結んだ契約です。やめるのが本当に得策なのかを冷静に
考えるべきです。
しかし、どうしても契約を解除したいという場合は、次のようなことを参考にして下さい。

1 クーリング・オフによる解除
１．クーリング・オフ制度
売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は、契約を解除

することができます。
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横書きは1
行26字20行
でも可。

土地売買契約解除通知書（参考例）

○○県○○市○○町○丁目○番
○○不動産株式会社
代表取締役社長 住宅 次郎 様

私は、○年○月○日に下記物件について、貴社と売買契
約を締結しましたが、宅地建物取引業法第３７条の２の規定
に基づくクーリング・オフ制度により契約を解除します。

なお、支払済みの手付金５０万円については、本状到着後

一週間以内に返還して下さい（私名義の○○○銀行○○支

店普通預金口座○○○○○に振り込んでください）。

記
物件の表示

○○県○○市○○町○○番地

宅地 二百平方メートル

○年○月○日

通知人 ○○県○○市○○町○丁目○番

甲乙 太郎 印

【内容証明郵便の書き方・出し方】

＊用紙は何でも構いませんが（１枚１行２０字以
内２６行以内と定められています。）、「内容証
明書用紙」を使用すると良いでしょう。

＊複写での書面を３通作成（１通は相手方、１通
は郵便局保管、１通は本人保管）し、封筒１
枚、印鑑（万一の訂正に備えて）をもって、
集配を扱う郵便局で手続します。

＊配達されたことの証拠を残すために配達証
明をつけるとよいでしょう。

☆料金（令和８年４月現在）

・内容証明料４８０円
（１枚増す毎に２９０円増）
・郵便料 ５９０円
（基本料金１１０円＋書留料金４８０円）
・配達証明料３５０円
・速達料 ３００円
合計 １，７２０円

☆なお、内容証明郵便は、特定の郵便局でしか扱いませんので、付近の郵便局で聞いてください。

また、インターネットを利用して電子内容証明郵便を差し出すこともできます（日本郵便HPで確認して下さい）。

2 手付放棄による解除 65頁
参照

★手付放棄と倍返し
契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手

付と解されます。売主または買主は、その相手方が「履行に着手」するまでの間であれば、買
主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除することができま
す。
例えば１００万円の手付を支払っている場合、買主はその１００万円を放棄（手付放棄）すれば契

約を解除できますし、売主は受け取った１００万円と同額をプラスした２００万円を買主に支払う（手
付倍返し）ことによって契約の解除ができます。なお、個人間の取引の場合は、手付解除でき
る期日を定めるのが一般的ですので注意が必要です。

★相手方に「履行の着手」があったときは解除できない
履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または、

履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされており、相手方
に履行の着手がある場合は手付放棄による契約の解除ができなくなります。履行の提供のため
の単なる準備行為では、履行の着手には該当しないと解されています。
一般には、何が「履行の着手」に当るか否かは難しい問題ですが、売主が所有権移転登記の

申請を行ったとき、買主が売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたとき・中間金の支払を
したときなどは、「履行の着手」があったと考えられています。
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土地売買契約解除通知書（参考例）

○○県○○市○○町○丁目○番
○○不動産株式会社
代表取締役社長 住宅 次郎 様

私は、○年○月○日に下記物件について、貴社と売買契
約を締結しましたが、当方の都合により支払済みの手付金
１００万円を放棄して契約を解除します。
なお、支払済みの手付金以外の登記費用概算金等８０万円
については、本状到着後一週間以内に返還して下さい（私
名義の○○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○に振り
込んでください）。

記
物件の表示

○○県○○市○○町○○番地○○
宅地 二百平方メートル

○年○月○日
通知人 ○○県○○市○○町○丁目○番

甲乙 太郎 印

※手付解除をするとき、理由は必要ありません（無理由解除権）

★手付解除の拒絶・妨害の禁止
宅建業者は、買主が手付金を放棄して

契約を解除することを申し入れているに
もかかわらず、正当な理由なく、解除を
拒んだり、妨げることを禁止されていま
す。「正当な理由」とは、売主が「履行
の着手」をしている場合をいいます。

・売主業者や媒介業者が「履行の着手」
がないにもかかわらず「履行の着手」
があったことを主張し、手付解除に応
じてもらえず困ったときは、巻末の相
談窓口に相談してみて下さい。

3 ローン利用特約等の条件に基づく解除 67頁
参照

ある条件を満たさなかったときには、本契約を解除できるとする特約条項がついている
場合、例えば、「買主は、融資の全部又は一部が否認されたときには、本契約を解除するこ
とができます。」とするローン利用特約条項があり、現実に融資が金融機関等から否認され
たときには、定められた解除期日までであれば、この特約に基づいて契約を解除すること
ができます。６７頁の売買契約書の参考例では、「融資の全部又は一部について承認を得られ
ない場合、この契約は自動的に消滅する。」とする特約になっています。
買換え資金を購入資金に充当する場合で、購入を先行させるときには、売却できなかっ

たときは契約が解除となる「買換特約」68頁参照をつけておくことが賢明です。

4 債務不履行等による解除 40～41・
64～67頁参照

例えば、契約の履行日において、買主が代金の支払いを準備し、売主に目的物の移転登
記・引渡しを求めたにも関わらず、売主が履行をしない場合など、契約について相手方に
債務不履行があった場合（契約不適合40～41頁参照を含む。）は、基本的に、相手方に履行を求め
る催告をしたうえで契約を解除することができます。
なお、相手方の債務の全部や一部が履行不能であって、契約の目的を達成できない場合
には、相手方に対して無催告で契約を解除することができます。
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契約を結ぶときもやめるときも冷静に考えましょう！！

どうしても契約をやめたい時は… 

クーリング・オフによる解除 話し合いによる解除 

手付放棄による解除 錯誤や詐欺による取消し 
※弁護士などに相談を！ 

5 消費者契約法による契約の取消し
消費者契約とは、消費者個人と事業者（一般の会社、団体など）の間で締結された契約
をいいます。
例えば、事業者（売主業者など）から、重要事項について事実と異なることや不確実な

事項について断定的判断を告げられたり、故意に不利益となる事実が告げられず、買主が
「誤認」して行なった契約の申込みやその意思表示は取消すことができます。
また、例えば、事業者（売主業者など）が買主の住居等に訪問して契約の勧誘をし、買

主が帰って欲しいと告げているのに退去しない場合や、勧誘を受けている場所から買主を
退去させないことにより、買主が、「困惑」して行なった契約の申込み又はその意思表示も
取り消すことができます。

6 錯誤・詐欺・強迫による契約の取消し
錯誤・詐欺・強迫による契約の取消しなどを主張できる場合があります。弁護士などの
法律の専門家に相談してみましょう。

7 話し合いによる合意解除
契約の定めによらず、当事者間の話し合いで契約を解除する方法です。
この合意解除は、まず相手が応じてくれるか、どういう内容（条件）で応じてくれるか
など、相手方との交渉次第ということになります。
合意解除が成立したら、その内容を書面にしておきましょう。
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9 残金支払（決済）と引渡し
一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を授受し、数週間から数か月後に残代金の
決済と物件の引渡しを行います。

1 決済・引渡しとは
決 済――買主が売主に売買代金（残代金全額）を支払うことをいいます。
引渡し――売主は売買代金受領と引換えに、買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権

移転登記の申請手続を行うことをいいます。

一般に、売買契約書では、「売主は、…、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負
担を削除する」と定めています。
つまり、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているとき、売主はその責任と負担に

おいて、その抵当権等を除去抹消しなければなりません。

決済日には、決済に立会う司法書士が、登記に必要な書類・情報を確認します。
司法書士により所有権の移転・抵当権等の抹消等に必要な書類・情報が確認された後
に残代金を支払います。
書類が不足していたり情報が確認できないような場合は、決済を延期します。

＊不動産登記については、平成１７年に、登記済証に代わる登記識別情報の制度など、登
記申請手続が大きく変わりました。
不明・疑問な点などは、司法書士や法務局に確認して下さい。

2 事前準備と事前確認
決済・引渡しの日までに、次のようなことについて準備確認しておくことが必要になります。

＜事前準備＞

①残代金の準備（融資実行等の確認） ②固定資産税等の精算金 ③登記費用・抵当権抹
消費用の準備など
＊必要な金額や金種（現金なのか預金小切手なのか）を媒介業者等に確認して準備します。

＜事前確認＞

①境界の確認…………売主に境界標等を明示してもらい境界を確認します。
なお、契約の締結の前までに隣地と境界トラブルがないかを確認
しておくことも大事です。

②物件の確認…………設計図どおりに完成しているか（新築住宅の場合）、売買契約時に
確認したことと変わっていないかなど

③付帯設備の確認……付帯設備の有無、使用可能かなど
＜その他＞

★図面等をもらいましょう

戸建住宅の場合、引渡しを受けるときは図面一式（配置図・平面図・立体図・仕様

書・設備図など）をもらいましょう。将来、リフォームや増改築などをするときに役に

立ちます。なお、既存住宅の場合には、紛失等で図面がない場合もあります。
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おとなりとの 
境界杭です 

杭を確認！ 

境界の確認 

登記に必要な書類・情報の確認 

登記に必要な書類・情報、 
確認できました、 
間違いなく所有権移転登記を 
することができます 

登記 
書類 

お確め下さい 

司法書士 
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10引渡後に不具合・欠陥が…
引渡した目的物が、種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合していないことを「契
約不適合」（改正前民法の「瑕疵」と概ね同じ意味です。）といいます。
例えば、雨漏りはないとして既存住宅の売買をしたのに、引き渡された建物に雨漏りがあった

場合、品質に関して契約の内容に適合していない「契約不適合」があるということになります。
他方、経過年数による建物・設備等の品質・性能の低下は、既存住宅としての品質等が契約の

内容となっていますから契約不適合には該当しません。また、雨漏りが建物の引き渡し後に後発
的原因によって発生した場合も、引渡し時の建物に品質等の不適合はなかったわけですから、契
約不適合には該当しません。

1 契約不適合責任を求めるには
売主は、契約内容に適合した目的物を買主に引き渡す義務がありますので、引き渡した

目的物に契約不適合がある場合には、買主は売主に対して、完全な履行等を求めることが
できます。

★追完請求等
買主は売主に対して、完全な履行を図るため、売主の帰責事由の有無を問わず、修補などの

請求（追完請求）を行うことができます。また、追完請求をしても、売主の履行の見込みがな
い場合は、代金の減額を請求（代金減額請求＊）することができます。
ただし、契約不適合について、買主に帰責事由がある場合は、売主に追完請求等を求めるこ

とはできません。
＊ 代金減額請求は、実務上の取扱いが未確定の部分も多いため、６７頁の売買契約書の参考例では、規定はしていません。
ただし、宅建業者が売主の場合は、宅建業法４０条により、代金減額請求についても対応しなければなりません。

★債務不履行による契約解除
買主は、契約不適合について買主の契約目的が達せられない場合には、売主の帰責事由の有

無を問わず、契約を解除することができます。
ただし、契約不適合が軽微なものである場合や、買主に帰責事由がある場合には、売主に契

約解除を求めることはできません。

★損害賠償の請求
買主は、契約不適合（売主の債務不履行）があった場合には、追完請求等のほか、売主に損

害賠償を請求することができます。
なお、契約不適合について売主に帰責事由＊がない場合には、買主は損害賠償請求を行うこ

とはできません。
＊売主に帰責事由がないことの立証責任は売主にあります。
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★契約不適合の売主担保責任の期間
●民法における担保責任の期間
契約不適合が種類・品質に関するものの場合には、買主は、契約不適合があることを知って

から１年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約不適合を理由として、追完請求・代金減
額請求・契約の解除・損害賠償請求をすることができなくなります。また、この請求権は、権
利行使ができることを知った時から５年、目的物の引渡し時から１０年で時効消滅します。

●契約による売主担保責任の期間

不動産の売買においては、売主が長期にわたって契約不適合の担保責任を負うことが困難な
場合が多いことから、売買契約書の条項において、売主が負う担保責任の期間を一定期間（あ
るいは負わない）とする特約をおくことが、一般に行われています。当該特約を定めた場合に
は、民法の規定によらずその特約に従うことになります。＊１、２

ただし、売主の担保責任を免責する特約があっても、売主が契約不適合を知りながら買主に
告げなかった場合には、売主はその責任を免れることはできません。また、宅建業法、品確法、
消費者契約法において、特約が無効になる場合があります。42頁参照
＊１：売主の担保責任の期間に関する特約は、引渡し時の売買不動産に契約不適合が存していた場合のリスクを、「売主

がいつまで負い、買主がいつから負うのか」の、売主・買主間のリスクの分担契約です。売主の担保責任期間や売
買代金に関する検討は、当該分担リスクの考慮のもと行われることになります。

＊２：６７頁の売買契約書の参考例は、「売主が担保責任を負う期間を、不動産の引渡しより２年間に限る」とした場合の
特約例を示しています。

2 改正民法（令和２年４月１日施行）施行前の
売買契約の取扱い

売買などの契約については、改正民法の施行日（令和２年４月１日）より前に締結された契約
については改正前民法が適用され、施行日後に締結された契約については改正民法が適用されま
す。（附則３４条）
したがって、令和２年３月３１日以前に締結された売買契約は、改正前民法の規定が適用されま

すので、売買物件に瑕疵（契約不適合）があった場合の買主の救済方法は、旧民法の瑕疵担保責
任の規定によることになります。＊

＊参考：【４２頁】４「瑕疵担保責任・アフターサービス」との違い

41



宅 建 業 法

・宅建業者が売主の場合、その目的物の契約不適合の担保責任の期間について、
引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものよ
り買主に不利となる特約をすることはできません。
例えば、契約不適合の担保責任の期間を引渡しの日から1年とする特約をつ
けた場合、この特約は無効となります。

住宅の品質確保の促

進等に関する法律

（品確法）

・新築住宅の場合、売主は、引渡しの日から10年間、住宅の「基本構造部分」に
ついて、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています
基本構造部分とは、「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止す
る部分として政令で定めるもの」と規定されています。

・新築住宅とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことの
ないもの（建設工事の完了の日から起算して１年を経過したものを除く。）」
と定義されています。

・瑕疵とは、「種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態」と定義さ
れています。

消 費 者 契 約 法
・「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。
・消費者契約の目的物に契約不適合があるときに、これにより消費者に生じた損
害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効となります。

責任の性質 責任の対象 責任を負う期間

契約不適合の

担保責任

（改正民法）

売主の債務不履行責任

（契約責任）

売買契約締結当時の目的

物の契約不適合（ただ

し、契約不適合について

買主に帰責事由がないこ

と）

特約がなければ、買主が

不適合を知ってから1年

（請求権は、知った時か

ら5年、もしくは引渡し

から10年で時効消滅）

瑕疵担保責任

（改正前民法）

法律によって売主に当然

負わされる法定責任（売

主の無過失責任）

売買契約締結当時の目的

物の隠れた瑕疵（ただし、

瑕疵について買主が善意

無過失であること）

特約がなければ、原則と

して買主が瑕疵を発見し

てから１年間（損害賠償

請求権は引渡しの日から

１０年で時効消滅）

アフターサービス

アフターサービス責任を

負う旨の約束をしたこと

により売主が負う約定責

任

契約で定めた期間内に生

じた故障・欠陥

部位別に1年から10年の

期間が定められている

3 宅建業法、品確法、消費者契約法における特別の定め

4「瑕疵担保責任・アフターサービス」との違い
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売 主
（宅建業者）

買 主
新築住宅＊１

１０年間の瑕疵担保責任

＊１ 新築住宅とは、�建築工事の完了の日から起算して１年を経過しない住
宅で、�まだ人の居住の用に供したことのないものをいいます。

＊２ 万一、売主が倒産等により瑕疵の補修ができなくなった場合でも、保証
金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。

＜瑕疵担保責任の履行確保措置＞

「保証金の供託」又は「責任保険への加入」＊２

●対象となるのは新築住宅です。
（平成２１年１０月１日以降引渡しのものが適用になります）

●対象となるのは、住宅品質確保法で定める１０
年の瑕疵担保責任の範囲である「構造耐力上
主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」
です。

5 売主が倒産した場合の担保責任は
購入した土地・建物に「契約不適合」があったとき、買主は売主に対し、担保責任に基

づき修補等の追完や代金減額の請求が、また、売主に帰責事由がなかった場合を除き損害
賠償の請求ができます。その「契約不適合」により、購入した目的を達することができな
いときには、契約を解除することができます。
しかし、買主に、売主に対する追完・代金減額や損害賠償を請求する権利があっても、

売主が倒産していたり、売主に損害金を支払う資力がないときには、賠償を受けられなかっ
たり、受けられても賠償金の一部だけだったりと、十分な被害回復が図れないことがあり
ます。耐震偽装事件ではこの買主消費者の被害回復が問題となりました。
そこで国は、売主業者の瑕疵担保責任＊履行を確実に確保するために、新築住宅につい
て、�保証金の供託又は�責任保険契約のどちらかの措置を講ずることを義務付けた「特
定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（以下、「住宅瑕疵担保履行法」といい
ます。）を制定しました（平成１９年５月３０日公布、平成２１年１０月１日施行）。
＊住宅瑕疵担保履行法は、「種類または品質に関して契約の内容に適合しないこと」を「瑕疵」と定義しています。

★新築住宅は「住宅瑕疵担保履行法」により保護される
○ 新築住宅の売主には、瑕疵担保責任の履行確保措置が義務付けられています。
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１．専任媒介契約書の参考例

依頼の内容 売却・購入・交換

甲・ 依 頼 者 住 所 ○○市○○1-2-3

氏 名 甲野 太郎 印

乙・宅地建物 商号（名称） 丙山不動産株式会社
取引業者

代 表 者 春原 松夫 印
主たる事務
所の所在地 ○○市○○ ○丁目5番6号

免許証番号 ○○知事（○）第○○○○号

参考資料

この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。

ばい かい

専任媒介契約書

この契約は、次の３つの契約型式のうち、専任媒介契約型式です。
●専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

●専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

●一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

依頼者甲は、この契約書及び専任媒介契約約款により、別表に表示する不動産（目的物件）
に関する売買（交換）の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。

○年○月○日
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１ 成約に向けての義務
一 乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の
成立に向けて積極的に努力します。
二 乙は、甲に対し、＊１ により、＊２ 回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。
三 乙は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、その旨を報告
します。
四 乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額そ
の他の事項を、＊３ にこの媒介契約の締結の日の翌日から＊４ 日以
内（乙の休業日を含みません。）に登録します。また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、
甲に対して宅地建物取引業法第５０条の６に定める登録を証する書面を交付（宅地建物取引業法第
３４条の２第１２項の規定による提供を含みます。）します。なお、乙は、目的物件の売買又は交換の
契約が成立したときは、宅地建物取引業法第３４条の２第７項に基づき当該契約に関する情報を指定
流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供さ
れるなど、宅地建物取引業法第５０条の３及び第５０条の７に定める指定流通機構の業務のために利用
されます。

備考 ＊１ 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
＊２ 宅地建物取引業法第３４条の２第９項に定める頻度（２週間に１回以上）の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
＊３ 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定流通機構の名称を記入すること。
＊４ 宅地建物取引業法第３４条の２第５項及び宅地建物取引業法施行規則第１５条の１０に定める期間（７日以内）

の範囲内で具体的な期間を記入すること。

２ 媒介に係る業務
乙は、1に掲げる業務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らか
にして説明を行います。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売
買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第３５条に定
める重要事項について、宅地建物取引士が記名した書面を交付（宅地建物取引業法第３５条第８項
又は第９項の規定による提供を含みます。）して説明させます。
三 乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建
物取引業法第３７条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名させた上で、これを交付
（宅地建物取引業法第３７条第４項の規定による提供を含みます。）します。
四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。
五 その他（ ）

３ 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 （

既存住宅を売買する場合には、媒介業者より建物状況調査制度
の概要の紹介を受け、活用するかどうかを検討しましょう。

有 ・ 無 ）＊

＊ 目的物件が既存の住宅である場合において、あっせん「無」とするときは、その理由を記入すること。
注 建物状況調査の結果は瑕疵の有無を把握するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません
が、住宅の品質に関する情報を提供することにより、売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件につい
て、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。

４ 違約金等
一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介
又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、
約定報酬額に相当する金額（この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を
除きます。）を違約金として請求することができます。
二 この媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換
の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除さ
れたときは、乙は、甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求すること
ができます。

５ 有効期間 この媒介契約締結後 ３ か月（ ○ 年 ○ 月 ○ 日まで） とします。

６ 約定報酬額
（消費税及び地方消費税抜き報酬額）
売買代金×３％＋６万円と

（消費税額及び地方消費税額の合計額）
（売買代金×３％＋６万円）×１０％ 円を合計とした額とします。

７ 約定報酬の受領時期 売買契約締結時に半額、最終残金受領後に半額 とします。
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ばい かい やっ かん

専 任 媒 介 契 約 約 款
（目 的）
第１条 この約款は，宅地又は建物の売買又は交換の専任媒介契
約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び
当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかに
することを目的とします。
（当事者の表示と用語の定義）
第２条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼
者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示し
ます。

２ この約款において、「専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的
である宅地又は建物（以下「目的物件」といいます。）の売買
又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて
依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
（目的物件の表示等）
第３条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売

買すべき価額又は交換すべき評価額（以下「媒介価額」といい
ます。）は、専任媒介契約書の別表に記載します。
（宅地建物取引業者の義務等）
第４条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約
条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力する
こと。

二 甲に対して、専任媒介契約書に記載する方法及び頻度によ
り業務の処理状況を報告すること。

三 目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対
して、遅滞なく、その旨を報告すること。

四 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在
地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専任媒介契約書
に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から専
任媒介契約書に記載する期間内（乙の休業日を含みません。）
に登録すること。

五 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行

別 表

（ただし、買い依頼に係る媒介契約については、次の別表を使用することとして差し支えない。）

希望する条件

注「希望の程度」の欄には、「特に強い」、「やや強い」、「普通」等と記入すること。

所

有

者

住所 ○○県○○市○○１-２-３ 登
記
名
義
人

住所 ○○県○○市○○３-３-３
氏名 甲野 太郎 氏名 甲野 竹子

所在地
（公 簿 上） ○ ○市 ○ ○ ○丁目１２番３４号、１２番３５号
（住居表示） ○丁目２番３号

目

的

物

件

の

表

示

土

地

実 測 m２ 地

目

宅 地 田・畑・山 林

雑種地・その他（ ）

権
利
内
容
所 有 権 借 地 権

公 簿 １６８．３３ m２

建

物

建 築 面 積 ６５．６７ m２
種
類 居宅

構
造

木 造
瓦 葺 ２階建

延 面 積 １０１．２３ m２
間
取
り

２階 （洋 ６、６）
１階 （和６、L１０、DK８）

マ
ン
シ
ョ
ン

名称 階 号室 構
造

造
階建

タ イ プ ＬＤＫ ＤＫ
専有面積 m2

共
有
持
分 分の

本 体 価 額 円
消費税額及び地方
消費税額の合計額 円
媒 介 価 額 総額３，７５０万 円

備考
・庭木、庭石は現状のまま引渡す
・エアコン、物置は撤去する

項 目 内 容 希 望 の 程 度

物 件 の 種 類

価 額

広さ・間取り等

物件の所在地

その他の条件（希望の程度もお書き下さい。）
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した宅地建物取引業法第５０条の６に定める登録を証する書面
を甲に対して交付（宅地建物取引業法第３４条の２第１２項の規
定による提供を含みます。）すること。

２ 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行
います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述
べるときは、根拠を示して説明を行うこと。

二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあって
は、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立する
までの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第３５
条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名した書
面を交付（宅地建物取引業法第３５条第８項又は第９項の規定
による提供を含みます。）して説明させること。

三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び
甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法３７条に
定める書面を作成し、宅地建物取引士に該当書面に記名させ
た上で、これを交付（宅地建物取引業法第３７条第４項の規定
による提供を含みます。）すること。

四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る
事務の補助を行うこと。

五 その他専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
（媒介価額の変更の助言等）
第５条 媒介価額が地価や物価の変動その他の事情の変更によって
不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介
価額の変更について根拠を示して助言します。

２ 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通
知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき
（甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、
引下げであるとき）は、乙の承諾を要します。

３ 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示
さなければなりません。
（建物状況調査を実施する者のあっせん）
第６条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者
のあっせんを行うこととした場合にあっては、甲に対して、建
物状況調査を実施する者をあっせんしなければなりません。
（有効期間）
第７条 専任媒介契約の有効期間は、３ヶ月を超えない範囲で、
甲乙協議のうえ、定めます。
（報酬の請求）
第８条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立
したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができま
す。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立
したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求
することができます。

２ 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内
で、甲乙協議の上、定めます。
（報酬の受領の時期）
第９条 乙は、宅地建物取引業法第３７条に定める書面を作成し、
これを成立した契約の当事者に交付（宅地建物取引業法第３７条
第４項の規定による提供を含みます。）した後でなければ、前
条第１項の報酬（以下「約定報酬」といいます。）を受領する
ことができません。

２ 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金につい
ての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成
立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除
できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これ
を理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領し
た約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただ
し、これに対しては、利息は付さないこととします。
（特別依頼に係る費用）
第１０条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張
旅費は甲の負担とし、甲は乙の請求に基づいて、その実費を支
払わなければなりません。
（直接取引）
第１１条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後２年以
内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的
物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対し
て、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求す
ることができます。
（違約金の請求）
第１２条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物

取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼する
ことはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を
成立させたときは、乙は、甲に対して約定報酬額に相当する金
額（この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当
する額を除きます。）の違約金の支払を請求することができま
す。
（自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知）
第１３条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手
方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、
乙に対して、その旨を通知しなければなりません。
（費用償還の請求）
第１４条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した
相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、
又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約
が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約履行の
ために要した費用の償還を請求することができます。

２ 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
（更 新）
第１５条 専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更
新することができます。

２ 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際
して甲から乙に対し文書等でその旨を申し出るものとします。

３ 前２項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専任
媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、
従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
（契約の解除）
第１６条 甲又は乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してそ
の本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の
期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専
任媒介契約を解除することができます。

第１７条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒
介契約を解除することができます。
一 乙が専任媒介契約に係る義務について信義を旨とし誠実に
遂行する義務に違反したとき。

二 乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは
重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を
したとき。

三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為を
したとき。

（反社会的勢力の排除）
第１８条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約し
ます。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれら
に準ずる者又はその構成員（以下これらを総称して「反社会
的勢力」といいます。）でないこと。
二 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる者をいいます。）が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専任媒介契約を締
結するものでないこと。
四 専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用し
て、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用
を毀損する行為

２ 専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該
当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、専
任媒介契約を解除することができます。
一 前項第１号又は第２号の確約に反する申告をしたことが判
明した場合
二 前項第３号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第４号の確約に反する行為をした場合
３ 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に
対して、約定報酬額に相当する金額（既に約定報酬の一部を受
領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒
介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除
きます。）を違約金として請求することができます。
（特 約）
第１９条 この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議
して別に定めることができます。

２ この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無
効とします。

47



２．重要事項説明書の参考例（土地・建物）

買主 乙野 次男 様 売主 甲野太郎 様

下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条、第35条の2の規定に基づき、次のとおりご説
明いたします。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いたします。

免許番号

主たる事務所
の所在地

商号又は名称

代表者の氏名

国土交通大臣・○○知事
（○）第○○○○号

○○市○○○丁目５番６号

丙山不動産株式会社

代表取締役
春原松夫

免許番号

主たる事務所
の所在地

商号又は名称

代表者の氏名

国土交通大臣・○○知事
（ ）第 号

説明をする宅地建物取引士 説明をする宅地建物取引士

氏 名

必ず宅建士証を提示
のうえ説明すること
になっています。

夏 川 竹 雄 氏 名

登録番号 （○○）第○○○○号 登録番号 （ ）第 号

業務に従事
する事務所

○ ○ 営業所

電話番号○○○（○○）○○○○
業務に従事
する事務所 電話番号 （ ）

取引の態様
（法第34条第2項）

売買・交換 取引の態様
（法第34条第2項）

売買・交換

当事者・代理・媒介 当事者・代理・媒介

不動産の表示
（１）土 地

所 在 地 番 地 目 地 積 （持分）

� ○○市○○ ○丁目 １２番３４ 宅地 １２３．１１ｍ2 ／

� 同上 １２番３５ 宅地 ４５．２２ｍ2 ／

登記簿面積合計 １６８．３３ｍ2

実測面積 m2（実況測量図・確定測量図に基づく…別添測量図をご参照ください）

権利の種類 １．所有権 ２．地上権 ３．貸借権 借地面積 m2

土地実測売買の場合の例です。登記簿（公簿）売買の場合、清算はありません。

（備考） 引渡し時までに隣地所有者等の立会を得て、資格ある者により実測図を作成します。
実測図と登記簿面積に差異が生じた場合は、１m２あたり○○○円で精算します。

業者がどういう立場で関与し
たのかが表示されます。
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（２）建 物

所 在 登記簿記載面積と実際の面積が、増築等によ
り違っている場合もあります。
未完成物件の場合には、一般には建築確認申
請書に記載された内容で記入しています。

○○市○○丁目１２番地３４

住居表示 ○○市○○丁目２番３号

家屋番号 １２番３４号

種 類 居宅

構 造 木 造 瓦 葺き ２ 階建

床 面 積
（登記簿・現況）

地階 m2・ 1階６５．６７m2・ 2階３５．５６m2・ 3階 m2

延床面積１０１．２３m2

建築年月 昭和・平成・令和○年○月新築（昭和・平成・令和 年 月頃 増築・改築）

（備考）

（３）売主の表示

住 所
相続物件や転売物件等の場合
には登記名義人と売主が違う
場合があります。

１．登記名義人と同じ ２．登記名義人と異なる

○○県○○市○○一丁目２番３号

氏 名 甲野太郎

（備考）登記名義人は売主の被相続人であり、○年○月○日付遺産分割協議書に基づき売主は
本物件を取得済です。なお、現在登記名義人から売主への所有権移転登記手続中です
（○年○月○日までに完了予定）。

（○年○月○日現在）�対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1．登記記録に記録された事項

土

地

甲

区

名 義 人
住 所

この日付け
時点での記
載事項であ
ることに注
意して下さ
い。これ以
降に、新た
に抵当権等
の登記が設
定されるこ
ともありえ
ます。
残金決済時
には、決済
当日の登記
記録を必ず
確認する必
要がありま
す。

○○県○○市○○三丁目3番3号

氏 名 甲野竹子

所有権に係る権利に関する事項

（有・
「無い」のが通常です。「有」の場合は要注意です。

無）

乙

区

所有権以外の権利に関する事項

（有・無）

抵当権設定：○年○月○日受付 第○○○○号
債権額 金○○○○万円
債務者 甲野太郎
抵当権者 株式会社○○銀行○○支店
共同担保目録（○）第○○○○号

建

物

甲

区

名 義 人
住 所

この乙区欄に設定された抵当権等の
登記が決済時までに抹消されること
を確認しましょう。
決済日の（残）代金支払は、立会っ
た司法書士による所有権移転登記・
抵当権抹消等の登記に必要な書類の
確認後に行います。

土地に同じ
氏 名

所有権に係る権利に関する事項

（有・無）

乙

区

所有権以外の権利に関する事項

（有・無）
土地に同じ
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2．都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 23頁
参照

（1）都市計画法に基づく制限

都
市
計
画
法

区域の別 制限の概要

1．市街化区域 既に市街化を形成している区域及び今後１０年以内に優先的かつ計画
的に市街化を図るべき区域とされ、用途地域が定められます。2．市街化調整区域

3．非線引区域

4．準都市計画区域

5．その他

都市計画道路
有 （1．計画決定 2．事業決定名称○○○線幅員○○m）
無 本都市計画道路は、物件の東側約１００mに位置します（別添の住宅地図参照）。

（2）建築基準法に基づく制限

イ．用途地域名 制限の内容

第二種低層住居専用地域 主として、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定
められた地域です。

ロ．地域・地区・街区名等 制限の内容

準防火地域
市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。
木造建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としな
ければならないなどの制限があります。

第一種高度地区
高度地区は、建物の高さの最高限度又は最低限度を定め、用途地域の高さ
の制限を強化するものです。用途地域内において、市街地の環境を維持
し、又は土地利用の増進を図ることを目的としています。

建築協定
本物件には、○○丁目１２番地１他を対象区域とする「○○住宅地建築協定」
により、建築物の用途等に関する制限が定められています（別添「○○住
宅地建築協定書」（写）を参照してください。）

建築面積の限度
（建蔽率制限）

６０％

セットバック面積

（敷地面積１６８．３３ｍ2－５．００ｍ2）×６０％＝９７．９９ｍ2

延建築面積の限度
（容積率制限）

１００％ （敷地面積１６８．３３ｍ2－５．００ｍ2）×１００％＝１６３．３３ｍ2

但し、接面道路幅員により上記容積率がさらに制限されます。
（道路幅員 m × ／10 × 100％ ＝ ％）

建物の高さの制限
1．道路高さ制限 2．隣地高さ制限 3．北側高さ制限 4．絶対高さ
10m・12m 5．日影による中高層の建築物の制限（2種）

私道の変更又は廃止の制限 有・無

建築協定とは、住宅地の環境の維持などのために、対象地域の土地所有
者・建物所有者・借地人らの全員の合意により、建築物の敷地、位置、
構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準を定めたものです。売
買等により土地の所有者となった者にもその効力が及びます。
違反者に対しては、民法上の契約違反（債務不履行）として処理される
というのが行政解釈です。

その他の制限
用途地域に関する都市計画により建築物の敷地面積の最低限度が○○ｍ2と定
められています。

建物は、法令や条例により
さまざまな制限を受けます。
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3．敷地と道路との関係 24頁
参照 ＊法：建築基準法

接面道路

接道方向 公・私道の別 道路の種類 幅員 接道長さ

南側 公道・私道 下記種類１番 ４．０m 約１６．８m

東側 公道・私道 下記種類６番 ３．０m 約１０．０m

位置指定道路（下記種類５番） 昭和・平成・令和 年 月 日第 号

道路の種類
（法42条）

1 1項1号道路（道路法上の道路）

2 1項2号道路（開発許可などにより築造された道路）

3 1項3号道路（法の適用以前から存在する4m以上の道）

4 1項4号道路（事業執行が予定され特定行政庁が指定した道路）

5 1項5号道路（道路位置指定による道路）

6 2項道路（幅員4m未満のもので特定行政庁が指定した道）

7 3項道路（土地の状況により4m未満で特定行政庁が指定した道）

□ 本件敷地は、上記いずれの道路にも接していないため、建物を建築することはできま
せん。

10m

4m 16.8m

2m

3m

道路後退線 
（セットバックライン） 

公（市）道 

法42条2項道路 

N敷地と道路との関係（概略図） 備考

3 古都保存法

4 都市緑地法

5 生産緑地法

6 特定空港周辺特別措置法

7 景観法

8 土地区画整理法
9 大都市地域における住宅

及び住宅地の供給の促進
に関する特別措置法

10 地方拠点都市地域の整備
及び産業業務施設の再配
置の促進に関する法律

11 被災市街地復興特別措置法

12 新住宅市街地開発法

13 新都市基盤整備法
14 旧市街地改造法（旧防災

建築街区造成法において
準用する場合に限る。）

15 首都圏の近郊整備地帯及
び都市開発区域の整備に
関する法律

16 近畿圏の近郊整備区域及
び都市開発区域の整備及
び開発に関する法律

17 流通業務市街地整備法

18 都市再開発法

19 沿道整備法

20 集落地域整備法
21 密集市街地における防災

街区の整備の促進に関す
る法律

22 地域における歴史的風致の
維持及び向上に関する法律

23 港湾法

24 住宅地区改良法

25 公有地拡大推進法

26 農地法

27 宅地造成及び特定盛土等規制法

28 マンションの再生等の円滑
化に関する法律

29 長期優良住宅の普及の促進
に関する法律

30 都市公園法

31 自然公園法

32 首都圏近郊緑地保全法

33 近畿圏の保全区域の整備に
関する法律

34 都市の低炭素化の促進に関
する法律

35 生物多様性増進のための活
動の促進等に関する法律

36 水防法

37 下水道法

38 河川法

39 特定都市河川浸水被害対策法

40 海岸法

41 津波防災地域づくりに関す
る法律

42 砂防法

43 地すべり等防止法

44 急傾斜地法

45 土砂災害防止対策推進法

46 森林法

47 森林経営管理法

48 道路法

49 踏切道改良促進法

50 全国新幹線鉄道整備法

51 土地収用法

52 文化財保護法

53 航空法（自衛隊法において
準用する場合を含む。）

54 国土利用計画法

55 核原料物質、核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律

56 廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

57 土壌汚染対策法

58 都市再生特別措置法

59 地域再生法

60 高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律

61 災害対策基本法

62 東日本大震災復興特別区域法

63 大規模災害からの復興に関
する法律

64 重要土地等調査法

（3）その他の法令に基づく制限 ＊数字は、宅地建物取引業法施行令第3条1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

（制限の概要） 本件土地の存する区域は、宅地造成等工事規制区域に指定されています。宅地造成等
工事規制区域内において行われる�高さが2mを超えるがけを生ずる切土、�高さが1mを超えるがけ
を生ずる盛土、�切土と盛土を同時に行う場合、全体で2mを超えるがけを生ずるもの、�切土又は
盛土をする土地の面積が500m2を超える宅地造成に関する工事については、造成主は着手する前に都
道府県知事の許可を受けなければなりません。
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4．私道負担等に関する事項

前面道路が私道の場合は、持分があるかどう
か、使用制限がないかどうか等について十分
な確認が必要です。例えば、「人の通行は認め
るが、車の通行は認めない」のような使用の
制限を受ける場合もあります。

私道負担等の有無 有・無

1．対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

負担面積 ｍ2（持分 ／ ）

負担金 円

建築基準法第42条2項等により後退（セットバック）する部分の面積 約５．０ｍ2

備考 道路とみなされるセットバック部分は、建物の敷地として算入することができません。
また、セットバック部分には建築物を建築することはもちろん門・塀等も築造することはできません。

5．飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

直ちに利用可能な施設 配管等の状況 整備予定・負担予定金

飲用水 公営・私営・井戸
前面道路 ５０ mm
敷地内配管１３ mm

有・無 円

ガ ス
都市ガス・プロパン（集中・個別） 前面道路 mm

有・無 未 定 円
プロパンガスの宅地内配管設備等の所有権はプロパンガス販売業者に（有・無）

電 気 ○○電力（株） 有・無 円

汚 水 公共下水・浄化槽・汲取式 私設管利用有（備考3参照）

浄化槽施設の必要（有・無・既設）

有・無 円

雑排水 公共下水・浄化槽・側溝等・浸透式 有・無 円

雨 水 公共下水・側溝等・浸透式 有・無 円

備考
1. 水道管は現状13mm管で引き込まれており、建替
え・増改築等を行う場合には、容量不足により引込
管の取替えが必要となります。この場合の取替え費
用は買主負担となります。

2. ガスについては、○年○月頃、南側接面道路に都
市ガス管が埋設される予定です。なお、負担金等に
ついては未定です。

3. 汚水は敷地内汚水桝から私設管を経由して公共下
水道に流入しています（管理者：○○町会、管理料
金○○円／年）。

配管等の状況等の概略図 

上水道管 
下水道管 

私設管 

N

6．宅地造成又は建物建築の工事完了時における
形状、構造等（未完成物件のとき）

宅

地

形状及び構造

宅地に接する道路の

幅員及び構造

建

物

形状及び構造

主要構造部、内装及
び外装の構造・仕上

設備の設置及び構造
設置する設備 構 造

給排水・ガス等の設備管に関するトラブルは多
いので、しっかり確認します。
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10．当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か 25頁
参照

土砂災害警戒区域内 土砂災害警戒区域外

○年○月○日現在、本件土地は土砂災害警戒区域に指定されていませんが、○○県は、土砂災害警
戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下「土砂災害警戒区域等」という。）の指定、土砂災害の防止
のための対策に必要な基礎調査を実施し、当該基礎調査の結果を公表しています。公表された基礎調
査結果によると、本件土地は土砂災害警戒区域等に相当する範囲に含まれています。当該範囲は土砂
災害警戒区域等に指定される可能性があります。

7．建物状況調査の結果の概要（既存の建物のとき）

建物状況調査の実施の有無 有 無

建物状況調査の結果の概要 別添のとおり

8．建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況（既存の建物のとき）

保存の状況

確認の申請書及び添付図書並びに確認済証（新築時のもの） 有 無

検査済証（新築時のもの） 有 無

増改築等を行った物件である場合

確認の申請書及び添付図書並びに確認済証（増改築等のときのもの） 有 無

検査済証（増改築等のときのもの） 有 無

建物状況調査を実施した住宅である場合

建物状況調査結果報告書 有 無

既存住宅性能評価を受けた住宅である場合

既存住宅性能評価書 有 無

建築基準法第１２条の規定による定期調査報告の対象である場合

定期調査報告書 有 無

昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手した住宅である場合

新耐震基準等に適合していることを証する書類
書類名：（耐震基準適合証明書）

有 無

新築時（増改築時）の確認済証・検査済証がない場合、法令適合性の確認ができないだけ
でなく、住宅ローンの借入、将来のリフォーム・メンテナンスにおいても問題となる可能
性があることから、「有」であることの確認をしておきます。

備考

9．当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か 25頁
参照

造成宅地防災区域内 造成宅地防災区域外

「有」の場合、別添の建物状況調査の概要で、建
物の不具合の有無を確認しておきます。59頁参照

53



13．石綿使用調査の内容25頁参照

「無」の場合、石綿使用調査結果の
記録が「無」であり、石綿が使用さ
れていないことを記載したものでは
ないことに注意します。

石綿使用調査結果の記録の有無 有 無

石綿使用調査の内容
調査の実施機関：○○株式会社
調査の範囲：別添、調査報告書を参照下さい。
調査年月日：○年○月○日
石綿の使用：有（別添調査報告書を参照下さい）
＊本調査は、売主の依頼を受けた上記機関が実施したも
のです。なお、本調査は建物全体を調査したものではあ
りません（別添調査報告書を参照下さい）。

14．耐震診断の内容26頁参照

診断結果評価書において耐震補強の
必要性が指摘されている場合、診断
に基づく耐震補強工事が実施されて
いるのか、耐震補強工事は買主の負
担で行う必要があるのか（マンショ
ンの場合は管理組合の対応）などを
確認しておきます。

耐震診断の有無 有 無

耐震診断の内容 診断実施機関：○○一級建築士事務所
診断年月日：○年○月○日
診断の結果：別添、耐震診断結果評価書を参照下さい

15．住宅性能評価を受けた新築住宅である場合27頁参照

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもので、
新築住宅のみが対象となります。利用するか否かは任意と
なっています。

登録住宅性能評価機関による住宅性能評価書の交付の有無 有 無

登録住宅性能評価機関による住宅性能評価書の交付
設計住宅性能評価書

建設住宅性能評価書

11．当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か 25頁
参照

津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外

12．水防法の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザードマップ）における当該宅
地建物の所在地25頁参照

ハザードマップがある場合は、水害リスクの状況を確認します。ハザードマップ記載の詳細な
内容については、作成した市町村に問い合わせをします。

水害ハザードマップの有無
洪水 雨水出水（内水） 高潮

有 無 有 無 有 無

水害ハザードマップにおけ
る宅地建物の所在地

別添ハザードマップ参照。（ハザードマップ記載の内容については、
今後変更されることがありますので、あらかじめご承知おきくださ
い。ハザードマップ記載の詳細な内容については、当該水害ハザー
ドマップを作成した○市にお問い合わせ下さい。）
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�取引条件に関する事項
1．代金及び交換差金以外に授受される金額

授受の目的 金 額

� 手付金売買代金の一部に充当します 金１，０００，０００円

� 固定資産税・都市計画税精算金（○年度分） 金６５，０００円

� 下水道私設管管理料精算金 金２，０００円

備考 �の起算日は、１月１日です。精算金額については、引渡し予定日（○年○月○日）におけるものです。

３４頁からの「契約を解除するときは」を参照して下さい。2．契約の解除に関する事項

手付解除
売主及び買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支
払い、買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、この売買契約を解除することができます。

引渡し前の滅失又は
毀損等の場合の解除

1．本物件の引渡し前に、天災地変、その他売主又は買主いずれかの責に帰すことができない事由によ
り本物件が滅失したときは、売主又は買主は、この契約を解除することができます。

2．売主は、前項の事由によって本物件が毀損したときは、被害の修復が可能な場合でも、修復が著し
く困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主
は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができます。

3．第1項又は前項により本契約が解除された場合は、売主は、受領済みの金員全額を無利息にて遅滞
なく返還しなければなりません。

契約違反による解除
（担保責任を除く）

1．売主又は買主が、この契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提
供し、かつ、相当の期間を定めて催告をしたうえで、この契約を解除することができます。ただ
し、債務不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでは
ありません。

2．前項により契約を解除された者は、相手方に対し、契約書に定める違約金を遅滞なく支払わなけれ
ばなりません。

融資利用の特約に
よる解除

1．後記「6金銭の賃借に関する事項」欄に記載された融資の全部又は一部について、契約書に定める
融資承認予定日のうち最終予定日までに承認を得られないときは、この契約は自動的に消滅します。

2．前項によりこの契約が消滅したときは、売主は受領済の金員全額を無利息にてすみやかに返還し
なければなりません。

買換特約による解除

【買換特約による解除】
1．買主は、手持物件（○○市○○町16番11所在○○マンション301号室）の売却代金をもって本物件
の購入代金を弁済するため、○年○月○日までに当該手持物件が、金○○○○円以上で売却でき
なかったとき、又はその売却代金が受領できなかったときは、この契約は自動的に消滅します。

2．前項によりこの契約が消滅したときは、売主は受領済の金員全額を無利息にてすみやかに返還し
なければなりません。

反社会的勢力（暴力団）
排除特約による解除

1．売主及び買主は、その相手方が、自ら若しくは自らの役員が反社会的勢力でないことの確約事項
に反する申告をしたことが判明した場合、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締
結するものではないことの確約に反し契約をしたことが判明した場合、この契約に関して、脅迫
的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を棄損する行為
をした場合は、何らの催告も要せずして、契約を解除することができます。

2．売主は、買主が、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供
した場合には、何らの催告も要せずして、契約を解除することができます。

建築条件特約による
解除

1．買主と売主又は売主の指定する建設業者との間で本件契約締結後3か月以内に建築工事請負契約が
成立しない場合又は建築工事請負契約を締結しないことが確定した場合、本契約は解除されます。

2．前項により本契約が解除となった場合、売主は受領済みの金員全額を無利息にてすみやかに返還
しなければなりません。

担保責任に基づく
解除

買主は、本物件に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと（以下、「契約不適合」といい
ます。）があって、この契約を締結した目的が達せられない場合は、契約を解除することができます。
ただし、契約不適合について買主に帰責事由がある場合、または、本物件の引渡しを受けてから2年
以内に売主に本物件に契約不適合がある旨の通知をしなかったときはできません。

契約解除に関する特約は、当然にあ
るわけではありません。特にローン
を利用する場合や買替の場合は、特
約があることを確認しましょう。

売主が個人のときは、担保責任の期間が数
か月と短い場合や負わないとする特約もあ
ります。個人間取引では、これらの特約も
有効です。内容を理解しておきます。
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（2）完成物件の場合

保全の方式 保証委託契約（法第41条第1項第1号）・保証保険契約（法第41条第1項第2
号）・手付金等寄託契約及び質権設定契約（法第41条の2第1項）

保全措置を行う機関

（3）保全措置を講じない

5．支払金又は預り金の保全措置の概要

保全措置を講じるかどうか 講じる・講じない

保全措置を行う機関

特約の解除期限は余裕
のある期限を設定しま
す。この期日を過ぎる
と融資利用特約に基づ
く解除ができません。

金融機関名は特定しておきま
す。あいまいにしておくとト
ラブルの原因になります。6．金銭の貸借に関する事項

金融機関等
（金融機関名）

金 額 金 利 借入期間
あっせん
の有無

保証料
ローン

事務手数料

融資利用特約に
基づく契約解除期日

○○銀行○○支店 １，５００万円 ○○％ ３０年 有・無 ○○○円 ○○○円 ○年○月○日まで

社内融資 １，５００万円 ○○％ ３０年 有・無 ○○○円 ○○○円 ○年○月○日まで

万円 ％ 年 有・無 円 円 年 月 日まで

万円 ％ 年 有・無 円 円 年 月 日まで

万円 ％ 年 有・無 円 円 年 月 日まで

金銭の貸借が成立
しないときの措置

＊前記2の「契約の解除に関する事項」における「融資利用の特約による解除」によ
る。なお、ローン金利等については、金融情勢により変わることがあります。

4．手付金等の保全措置の概要（業者が自ら売主の場合） 31頁
参照（該当なし）

（1）未完成物件の場合

保全の方式 保証委託契約（法第41条第1項第1号）・保証保険契約（法第41条第1項第2号）

保全措置を行う機関

3．損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

� 売主又は買主は、本契約にかかる債務の履行を怠り、相手方から本契約が解除された場合（�、�の場合を除く）、違約金とし
て金○○○○円（売買代金の○％相当額）を支払わなければなりません。

� 売主又は買主は、自ら又は自らの役員が暴力団等の反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させて契約を
締結するものではないこと等の確約に反して、契約を解除された場合、違約金として金○○○○円（売買代金の20％相当額）を支
払わなければなりません。

� 買主は、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点にしないことの確約に反して契約を解除され
た場合、売主に対し、�の違約金に加え、金○○○○円（売買代金の80％相当額）の違約罰を制裁金として支払わなければなりま
せん。

売主が宅建業者以外の
場合、③の特約が付加
されるのが通常です。
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8．割賦販売に係る事項（該当なし）

現金販売価格 円

割賦販売価格 円

支払時期 支払方法

うち引越しまでに支払う金銭 円

賦払金の額 円

�その他の事項

宅建業者との取引により損害を受けた場合、その損害金に
ついて「営業保証金」又は「弁済業務保証金」から弁済を
受けることができます。33頁参照

1．供託所等に関する説明（法35条の2）
（1）宅地建物取引業保証協会の社員でない場合

営業保証金を供託した供託所及び
その所在地

7．担保責任（当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任）の履行に関する措置の概要

担保責任の履行に関する措
置を講ずるかどうか 講ずる ・ 講じない

担保責任の履行に関する措
置の概要

平成２１年１０月１日以降に引渡される新築住宅については、売主である
宅建業者に�保証金の供託又は�責任保険の締結いずれかの措置を講
ずることが義務付けられています。43頁参照

（2）宅地建物取引業保証協会の社員の場合

宅地建物取引業保証協会

名 称 （社）○○○○保証協会

住 所 東京都○○区○○町○‐○‐○

事務所の所在地
（社）○○○○保証協会○○本部

○○市○○町○‐○‐○
弁済業務保証金を供託した供託所
及びその所在地

東京法務局 東京都○○区○○町○‐○‐○

2．添付書類

�．登記事項証明書（土地） �．建物賃貸借契約書（写し）
�．登記事項証明書（建物） �．○○住宅建築協定書（写し）
�．公図（写し） ⑧．建物状況調査結果の概要

�．付近見取り図（住宅地図写し）
�．建物平面図（参考図面：現況と異なる場

合は現況優先とします。）
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説明は十分に理解できましたか。はじめて耳にする専門用語や法律用語も多く、日常
生活では馴染みがないと思われます。わからなくても恥じることではありません。
理解できるまで質問をして説明を受けてください。
これから、重要事項の説明を受けた証しとして、記名押印をします。
この重要事項説明書は、契約後においても、契約書と共に大変重要な書類です。
なお、重要事項説明を受けたことで契約を締結する義務が生じることはありません。

備考
（第三者である借家人による占有について）
本物件は、現在、○年○月○日付賃貸借契約書（別添）に基づき賃貸されています。
占有している借家人は、○年○月○日までに明け渡すことを承諾しています。
売主は、買主に対し、空室の状態で引き渡します。

頭書の通り、宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書の交付を受け、
以上の重要事項について説明を受けました。

説明を受けた年月日を自
分（買主）で記入します。
必ず記入して下さい。

○年○月○日

買 主 住所 ○○市○○２－７－３

氏名 乙野 次男 印

売 主 住所 ○○市○○１－２－３

氏名 甲野 太郎 印
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＜添付資料＞

建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用） 【木造・鉄骨造】

作成日 〇年〇月〇日

建

物

建物名称 ○○ ○○ 様邸

所在地 ○○県○○市○○ ○ー○ー○ ■ 住居表示
□ 地名地番

（共同住宅の場合） マンション
等の名称

部屋番号 号室

構造種別 ■ 木造 □ 鉄骨造 □ その他（混構造等）

階数 地上２階・地下 階 延床面積 １５０．３３ �

建

物

状

況

調

査

本調査の実施日 ○年○月○日

調査の区分 ■ 一戸建ての住宅
□ 共同住宅等 （ □ 住戸型 □ 住棟型 ）

劣化事象等の有無 建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無
（下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること） ■ 有 □ 無

＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞
＜雨水の浸入を防止する部分に

係る調査部位＞

各部位の劣化事象
等の有無

※調査対象がない
部位は二重線で
隠すこと

劣化事象等

有 無 調査できなかった

基礎 ■ □ □

土台及び床組 □ ■ □

床 ■ □ □

柱及び梁 □ ■ □

外壁及び軒裏 □ ■ □

バルコニー □ □ □

内壁 □ ■ □

天井 □ ■ □

小屋組 □ □ ■

その他

（蟻害） □ ■ □

（腐朽・腐食） □ ■ □

（配筋調査） □ □ □ 不実施

（コンクリート圧縮強度） □ □ □

劣化事象等

有 無 調査できなかった

外壁 □ ■ □

軒裏 □ ■ □

バルコニー □ □ □

内壁 □ ■ □

天井 ■ □ □

小屋組 □ □ ■

屋根 ■ □ □

「劣化事象有り、調査を実施して
いないもの」については、内容を
確認しておきます。詳細確認が必
要な場合には、調査実施者より説
明がもらえるよう媒介業者に調整
を依頼しましょう。

建
物
状
況
調
査
実
施
者

調査実施者の氏名 住宅 一郎

調査実施者への講習
の実施講習機関名及
び修了証明書番号

○○○○ ００１－００００

建築士資格種別 ■ 一級 □ 二級 □ 木造

建築士登録番号 国土交通 ■ 大臣登録
□ 知事登録 第 〇〇〇〇 号

所属事務所名 （株）○○住宅検査

建築士事務所登録番
号

○○県 知事登録 第 〇〇〇〇 号

既存住宅売買瑕疵保険への加入を希望する場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を
受けた検査事業者の検査人が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合
等が無いなど一定の条件を満たす必要があります。
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３．重要事項説明書の参考例（マンション）
区分所有建物（マンション）の重要事項説明書については、特に「土地付建物・土地売買」と大き

く異なる部分若しくはマンションに特有な部分のみを掲載し、注意点を記載します。

不動産の表示
建物及びその敷地

建

物

建物の名称 ○○○マンション

室番号 A棟３階３０１号室

住居表示 ○○市○○町○丁目１番２号A―３０１

所 在 ○○市○○町○丁目１１１番地１

登記簿面積は、壁の内側で測ったもの
うちのり

で計算されています（内法面積）ので、
パンフレット等（壁芯面積）に表示さ
れた面積より少なくなります。

（登記簿面積）８１．２３m2 （壁芯面積）８５．４５m2

敷

地

敷地に関する権利 所有権

面
積
登記簿面積 ２３４５．６７m2

共有持分 ○○○○分の○○○
実測面積 ２３４５．６７m2

建築年月 昭和・平成・令和 ○年○月

付属建物（無・有）

種類：倉庫

構造：鉄筋コンクリート造１階建

床面積：８．２５m2

一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
（1）敷地に関する権利の種類及び内容

敷地の面積 登記簿２３４５．６７m2 実測２３４５．６７m2 建築確認の対象面積２３４５．６７m2

権利の種類 1．敷地権（所有権・地上権・賃借権）2．所有権 3．地上権 4．賃借権

所有権以外の
場合

対象面積 m2（登記簿・実測）

存続期間 年 月 日まで

（2）共用部分に関する規約の定め

共用部分 共用の玄関・廊下・階段・外壁・建物躯体・配線（主線）・配管（主管）等

共用部分の共有持分 1．専有部分の床面積の割合による 2．

規約の定め（有・無） 別添管理規約第○○条及び使用規則第○○条を参照して下さい。

備考

（3）専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め

規約等の定め（有・無）別添管理規約第○条及び使用規則第○条、○条、○条を参照して下さい。

大事な事項です。
内容を十分確認して
おきましょう。

備考 事務所等事業用としての利用は禁止されています（別添管理規約第○条）。
犬・猫などの飼育は禁止されています（別添管理規約使用細則第○条）。
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（4）専用使用権に関する規約等の定め

駐
車
場

使用しうる者 購入者（区分所有者）
現在空きはありません。
駐車場については、別添「管理規約使用細則
第○条～第○条」を参照ください。

使用料の有無 月額１５，０００円
使用料の帰属先等 ○○マンション管理組合

そ
の
他
の
専
用
使
用
部
分

専用使用部分 専用使用料の有無 専用使用料の帰属先

バルコニー 有・無

ルーフバルコニー 有・無 専用使用権に
ついての管理
規約及び使用
細則等の規定
を確認してお
きましょう。

○○マンション管理組合

専用庭 有・無 ○○マンション管理組合

専用倉庫 有・無 ○○マンション管理組合

駐輪場 有・無 ○○マンション管理組合

有・無

有・無

（5）所有者が負担すべき費用を特定の者のみに減免する旨の規約等の定め

例えば、新築分譲の場合に、建物が引き渡されたのちも売れ残り住戸がある場合
に、その住戸の分について、それらが売却されるまでは売主の区分所有者として
の管理費・修繕積立金等の支払を特に減免する旨の規定等をいいます。

該当なし

（6）計画修繕積立金等に関する事項

規約等の定め 有（別添管理規約第○～○条をご参照下さい）・無

専有部分に係る修繕積立金
月額○○○○円（○年○月○日現在）

滞納額（無・有）○○○○円（○年○月○日現在）
既に積みたてられている額 ○○○○○円（○年○月○日現在）
当該一棟の建物に係る滞納額 ○○○○円（○年○月○日現在）
備考
○年○月分及び○月分の修繕積立金が滞納されていますが、残金決済時までに売主の責任に

おいて支払を完了させ滞納のない状態で引き渡します。

（7）通常の管理費用の額

通常の管理費用の額
月額○○○○円（○年○月○日現在）

滞納額（無・有）○○○○円（○年○月○日現在）

管理費や修繕積立金の滞納がある場合には、売主の責任で支払われることを
確認し、残金決済時には、支払われたことを必ず確認します。
滞納がある場合、管理組合は、新所有者にその請求をすることができます。

備考
○年○月分及び○月分の管理費が滞納されていますが、残金決済時までに売主の責任におい

て支払を完了させ滞納のない状態で引き渡します。

（8）管理の委託先等

管理の形態 1．全部委託管理 2．一部委託管理 3．自主管理

管理の委託先

商号又は名称 ○○○建物管理株式会社

主たる事務所の所在地 ○○県○○市○○町7―7―7

電話番号 ○○○（○○）○○○○
マンション管理の適正化の推進に関する法律による
登録番号 国土交通大臣（○）○○○○号

管理方式（28頁参照）及び管理が委託されている場
合の委託先を確認しておきましょう。

備考
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（10）建物の維持修繕の実施状況の記録（有・無）

共用部分
○年○月：手すり鉄部改修・塗装工事

専有部分
（売買対象部分）

維持修繕の実施状況が記録されてい
るときは、その内容を記載すること
になっています。

（11）その他

1．「建物の区分所有等に関する法律」の規定及び管理規約・使用細則等により当該建物・敷地・付
属施設の管理・使用等が定められていますので、買主はそれを売主から継承し、遵守しなければ
なりません。

2．管理費・修繕積立金等の変更予定（無・有・協議中） 時期：○年○月頃・未定

3．大規模修繕の予定 （無・有・協議中） 時期： 年 月頃・未定
臨時（一時）負担金（無・有・協議中） 予定額： 円・未定

4．自治会費等（無・有） 月額：○○○円

5．管理組合集会での討議事項等（ ）

6．

管理組合の総会では正式に決定していなくても、大規模修繕や管理費等の値上げが理事会
等で検討されていることがあります。
これらの予定について何も説明がないときでも、念のために�大規模修繕や管理費等の値
上げの話は出ていませんか？また、�このマンションで特に問題となっているようなこと
はありませんか？と媒介業者だけでなく、売主にも直接聞いて確認しておきましょう。

備考
１．管理費及び修繕積立金について
○年○月分より管理費及び修繕積立金の額がそれぞれ○○円、○○円に増額される予定です。

２．大規模修繕計画について
現在、外壁塗装、タイルの補修等の大規模修繕の実施が協議されています。
その時期、各区分所有者の負担金等は未定です。
詳細については、別添資料（○年度管理組合総会議事録等）を参照して下さい。

（9）管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である（管理業
者管理者方式である）か否か

管理業者管理者方式である 管理業者管理者方式でない
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４．土地・建物売買契約書の参考例（土地実測売買）

（A） 売買の目的物の表示（登記簿の記載による）

土地

所 在 地 番 地 目 地 積
○○市○○○丁目 １２番３４ 宅地 １２３．１１m2

同上 １２番３５ 宅地 ４５．２２m2

――――m2

合計 １６８．３３m2

建物
所 在 ○○市○○丁目１２番地３４ 家屋番号 １２番３４
種 類 居 宅 構 造 木造瓦葺２階建
床面積 １階６５．６７m2、２階３５．５６m2、合計延べ床面積１０１．２３m2

特記事項

（B） 売買代金、手付金の額及び支払日

売買代金

総額 金３７，５００，０００円也
土地
建物

（うち消費税相当額）

金２７，５００，０００円也
金１０，０００，０００円也

（金０円也）
手付金 本契約締結時に 金１，０００，０００円也

中間金 第1回○年○月○日までに
第2回 年 月 日までに

金２，０００，０００円也
金――――円也

残代金 ○年○月○日までに 金３４，５００，０００円也

（C） 土地の実測

実測精算の対象となる土地（契約時の算出面積をいずれかに記入）
・私道負担のない場合（＝公簿面積） ㎡
・私道負担のある場合（それを除く、有効宅地部分） １６３．３３㎡

（D） 土地代金精算の単価

登記簿面積と実測面積に増減
が生じた場合の精算単価を定
めておきます。

売買代金精算の場合の土地単価１m2あたり 金１６８，３７０円也

（E～H） その他約定事項

手付解除の期限は、制度趣旨からも長い期限の設定が望まれます。契約締結日から少なくとも
１ヵ月以上の期限にしましょう。売主が宅建業者の場合には、売主が履行に着手するまでは、
買主は、いつでも手付を放棄して契約を解除することができます。

（E） 所有権移転・引渡し・登記手続の日 ○年○月○日
（F） ○年度公租公課分担の起算日 ○年○月○日

（G） 手付解除の期限 契約の日から カ月後
－年－月－日

（H） 違約金の額（売買代金の20％相当額）

（I） 融資利用の場合

融資機関名・取扱い支店 融資承認予定日 融資金額
○○銀行○○支店 ○年○月○日 金１５，０００，０００円也
社内融資 ○年○月○日 金１５，０００，０００円也

合計

利用予定「金融機関名」は明確にしておきます。
「都市銀行等」などのあいまいな記載はトラブルの原因になります。

金３０，０００，０００円也

起算日を、１月１日とする場合と４月１日とする場合があります。
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契約条項 約定する条文は、取引の種類や条件
等により異なってきます。

（売買の目的物及び売買代金）
第1条 売主は標記（A）の物件（以下「本物件」という。）を標記（B）の
代金をもって買主に売り渡し、買主は、これを買い受けた。

（手付）
第2条

売主が宅建業者の場
合、手付金の額は、代
金の20％を超えるこ
とはできません。

買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記（B）の金
額を支払う。
2 手付金は、残代金支払のときに、売買代金の一部に充当する。
（境界の明示及び実測図の作成）
第3条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との
境界を明示する。
2 公簿売買としたとき

は、実測と差異が生じ
ても精算しない旨の条
文になります。
ただし、公簿売買で
あっても、売主には境
界を明示する義務があ
ります。

売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会を得て、測量
士又は土地家屋調査士に標記（A）の土地について実測図を作成させ、引
渡しのときまでに買主に交付する。

（地積更正登記）
第4条 第3条第2項の実測の結果、実測図の面積と登記簿記載の面積との
間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。

（売買代金の支払時期及びその方法）
第5条 買主は、売主に売買代金を標記（E）の期日までに現金又は預金小
切手で支払う。

（売買代金の精算）
第6条 土地については、第3条第2項の実測図の面積と標記（C）の面積が
異なる場合には、その異なる面積に1�当たり標記（D）の単価を乗じた
額を残代金支払時に精算する。
2 建物については、実測による売買代金の精算は行わないものとする。
（所有権移転の時期）
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを
受領したときに売主から買主に移転する。

（引渡し）
第8条

物件の引渡し・所有権
移転と残代金の支払は
同時に行います。
登記書類・情報を確認
するために司法書士が
立会います。

売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
2 買主は、売主に引渡確認書を交付して、前項の引渡しの確認を行うも
のとする。

売主・買主双方が確
認した、土地・建物の
「欠陥・不具合等」に
ついて記載します。
契約後における契約
不適合のトラブル回
避に観点から、当該
事項の記載・確認は
特に重要です。

（J） 売主及び買主の双方が確認した事項

�「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入
を防止する部分」の状況について売主及び買主の双方
が確認した事項

： 有・無

確認事項を記載した資料の名称 建物状況調査の結果の概要
資料作成者 住宅一郎
資料作成年月日 ○年○月○日

� その他売主及び買主の双方が確認した事項 ： 有・無
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（所有権移転登記の申請）
第9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、
本物件の所有権移転登記の申請手続をしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続に要する費用は、買主の負担とする。
（付帯設備の引渡し）
第10条

石油給湯器等の特定の
設備機器については、
経年劣化による事故防
止のため所有者に点検
義務がありますので、
確認をしておきます。

売主は、別紙付帯設備一覧表の設備のうち「有」と記したものを、
本物件引渡しと同時に買主に引き渡す。
2 売主は、前項の付帯設備については、第20条に定める契約不適合責任
は負わないものとする。

（負担の消除）
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及
び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の
負担を消除する。

（印紙代の負担）
第12条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主、買主が平等に負担する
ものとする。

（公租公課の分担）
第13条

都市計画税・固定資産
（公租公課の分担）
税の精算条項です。本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分

を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租公課分担の起算日は、1月1日とする。
3 公租公課の分担金の精算は、残代金支払時に行う。
（収益の帰属・負担金の分担）
第14条

各種負担金がある場合
の精算方法が定められ
ています。本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担について、前

条第1項及び第3項を準用する。
（手付解除）
第15条

手付放棄・手付倍返し
による契約の解除規定
です。

売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を現実に提供して、また、
買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除す
ることができる。
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、又は標
記（G）の期日を経過したとき以降は、できないものとする。

（引渡前の滅失・損傷）
第16条

危険負担特約といわれ
るもので、大事な特約
ですので、内容を理解
しておきます。

本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責
にも帰すことができない事由によって本物件が滅失したときは、買主は
売買代金の支払いを拒むことができる。また、売主又は買主は、この契
約を解除することができる。
2 本物件の引渡前に、前項の事由によって本物件が損傷したときは、売
主は、本物件を修補して買主に引き渡すものとする。この場合、修補に
よって引渡しが標記（E）の期日を超えても、買主は、売主に対し、その
引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修補が著しく困難なとき、又は過大な費用を要すると
きは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の損
傷により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することが
できる。
4

契約が解除された場合
の処理方法を定めてい
ます。第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済み

の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
（契約不適合を除く契約違反による解除）
第17条 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相
手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告し
たうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が、
この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り
ではない。
2

契約解除ができる場合
を定めています。

売主又は買主は、その相手方の債務の全部が履行不能である場合のほ
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か、相手方がその債務の履行をせず、前項の催告をしても契約目的を達
するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときは、
前項にかかわらず、催告をすることなく直ちにこの契約の解除をするこ
とができる。
3 相手方の債務の不履行が、債権者たる売主又は買主の責めに帰すべき
事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすること
はできない。
4

契約違反解除（契約不
適合の場合を除く）の
場合の違約金の額を定
めています。
なお、売主が宅建業者
の場合、売買代金の20
％を超える違約金の額
を定めることはできま
せん。

第1項又は第2項の契約解除に伴う損害賠償は、標記（H）の違約金によ
る。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
債務者たる売主又は買主の責めに帰することができない事由であるとき
は、損害賠償の請求はできない。
5 違約金の支払は、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
� 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の
金員に違約金を付加して買主に支払う。

� 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の
金員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合
においては、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売
主にその差額を支払うものとする。

6 買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けて
いるときは、前項の支払を受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手
続、又は本物件の返還をしなければならない。
7

契約不適合による解除
は、第20条に定めて
います。本条の規定は、第20条に定める契約不適合による契約の解除には適用

されないものとする。
（反社会的勢力の排除）
第18条 反社会的勢力（暴力団

等）の排除特約です。
不動産取引（売買・賃
貸借）から、反社会的
勢力を排除するため
に、この特約を入れて
います。

売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約
する。
� 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる
者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という）ではない
こと。

� 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと。

� 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するもので
ないこと。

� 本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了す
るまでの間に自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為
をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損す
る行為

2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、そ
の相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができ
る。
ア 前項�又は�の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項�の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項�の確約に反した行為をした場合

3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の
事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せ
ずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除され
た者は、その相手方に対し、違約金（損害賠償額の予定）として金○○
○○円（売買代金の20％相当額）を支払うものとする。
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6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除さ
れた者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求
を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の
活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によ
りこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加
え、金○○○○円（売買代金の80％相当額）の違約罰を制裁金として支払
うものとする。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建
物取引業者でない者が買主となる場合は、この限りでない。

（融資利用の場合）
第19条

ローン等を利用する場
合、この特約条項があ
ることを確認して下さ
い。

買主は、すみやかに借
入手続をする義務があ
ります。
一定の手続をしなかっ
た場合、本条項による
解除ができなくなる場
合があります。

買主は、この契約締結後すみやかに、標記（I）の融資のために必
要な書類をそろえ、その申込み手続をしなければならない。
2 標記（I）の融資承認予定日のうち最終の予定日までに、前項の融資の
全部又は一部について承認を得られない場合、この契約は自動的に消滅す
る。
3 前項によってこの契約が消滅した場合、売主は、受領済の金員を無利息
で遅滞なく買主に返還しなければならない。
4 本条による解除の場合は、第15条（手付解除）及び第17条（契約不適合
を除く契約違反による解除）の規定は適用されないものとする。

（契約不適合責任）
第20条

契約不適合があった場
合の売主の責任を定め
ています。

買主は、買主に引き渡された本物件が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しないこと（以下「契約不適合」という。）がある場合は、売
主に対し、本物件の修補を請求することができる。ただし、売主は、買主
に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる
方法により修補をすることができる。
2

契約不適合があった場
合の損害賠償請求につ
いて定めています。

買主は、前項の修補に代え、又は前項の修補とともに売主に損害賠償を
請求することができる。ただし、契約不適合がこの契約及び取引上の社会
通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、この限りでない。
3 買主は、契約不適合について買主がこの契約を締結した目的を達せられ
ないときは、この契約を解除することができる。
4 買主は、前項の契約解除ととも損害賠償を請求することができる。ただ
し、契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして、売主の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
5 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主
は第1項の修補の請求及び第3項の契約の解除をすることはできない。
6

契約不適合における損
害賠償請求について、
違約金の定めが適用さ
れないことを定めてい
ます。（契約書によっ
ては、違約金の定めを
置いているものもあり
ます。）

第2項及び第4項の損害賠償の請求については、標記（H）の違約金の定
めは適用されないものとする。
7

買主が、売主に契約不
適合責任を追及できる
期間の制限について定
めています。

買主は、本物件の引渡しを受けてから2年以内に売主に本物件に契約不
適合がある旨の通知をしなかったときは、売主に対して本条に定める権利
を行使できないものとする。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知
り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

（諸規約の承継）
第21条 売主は、買主に対して、環境の維持又は管理の必要上定められた規
約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。

（協議事項）
第22条 この契約に定めのない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義が生じ
た事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売
主及び買主が、誠意を持って協議し、定めるものとする。
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《特約条項の記載例》

●買換えの場合の例
第〇条

買換えの場合で、購入
物件の契約が先行する
場合、このような買換
特約をつけるようにし
ましょう。

この特約は、売却がで
きないときは、「当然
に契約が消滅する」と
したものです（解除条
件型）。
売却ができなかったと
き、「買主は、契約を
解除できる」とする場
合もあります（解除権
留保型）。

売主・買主双方が確認
した土地・建物の「欠
陥・不具合等」がある
場合は、後日のトラブ
ル回避の観点から、こ
のような確認事項に
よって、契約の内容を
明らかにしておきま
しょう。

買主は、後記表示不動産（以下「手持物件」という）の売却代金をもっ
て本物件の購入代金を弁済するため、○年○月○日までに当該手持物件が、
金○○○○円以上で売却できなかったとき、又はその売却代金が受領できな
かったときは、この契約は自動的に消滅する。
2 前項によってこの契約が消滅した場合、売主はすみやかに受領済の金員
を全額無利息にて買主に返還しなければならないものとし、この契約書第15
条（手付解除）及び第17条（契約違反による解除）は適用されないものとす
る。

〔不動産の表示〕
名称○○マンション301号室
所在○○市○○町○○16番地11
構造鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建
家屋番号○○町○○16番地11
建物の番号301 種類居宅 床面積62.05�

●建物に劣化事象があること、地中埋設物があることを確認して売買する場合の例
第〇条 売主及び買主は、標記（J）�で建物に劣化事象があることを確認し、
本物件は当該劣化事象がある種類又は品質のまま売主が買主に引き渡すもの
として契約の内容を定めたものであることを確認する。
2 売主及び買主は、標記（J）�に記載のとおり土地の中に埋設物があるこ
とを確認し、本物件は当該地中埋設物がある種類又は品質のまま売主が買主
に引き渡すものとして契約の内容を定めたものであることを確認する。

○年○月○日

売主 住 所 ○○市○○１－２－３

氏 名 甲野 太郎 印

買主 住 所 ○○市○○２－７－３

氏 名 乙野 次男 印

媒介業者 住 所 ○○知事（○）第○○○○号
○○市○○○丁目５番６号
丙山不動産株式会社

氏 名 代表取締役 春原 松夫 印

宅地建物取引士
氏 名 夏川 竹雄
登録番号 （○○）第○○○○○号
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専門性の強い相談の窓口はインターネットで探す

（公的機関等のホームページ）

相談したい内容 相談窓口 ホームページのアドレス

相談窓口の紹介等 法テラス（日本司法支援センター） https://www.houterasu.or.jp

不動産の売買に関すること （一財）不動産適正取引推進機構 https : //www.retio.or.jp

消費者トラブル全般
国民生活センター
各市町村の消費生活センター

https : //www.kokusen.go.jp

知識・情報
不動産ジャパン
（公財）不動産流通推進センター（運営）

https://www.fudousan.or.jp

法律相談 日本弁護士連合会 https://www.nichibenren.or.jp

登記全般 日本司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp

測量・分筆登記等 日本土地家屋調査士会連合会 https://www.chosashi.or.jp

公正証書 日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp

裁判手続など 裁判所 https://www.courts.go.jp

税務相談・税金の知識 日本税理士会連合会 https://www.nichizeiren.or.jp

（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
午前10：00－午後5：00

（土・日・祝・休日を除く）
03-3556-5147

https : //www.chord.or.jp

不動産取引は、その内容がさまざまな分野にわたり、専門性も強いので、専門家のアドバイス
を受けることが有用です。的確なアドバイスを受けるには、相談したい内容に応じた相談窓口を
見つけることが必要です。そんなとき、インターネットを活用してはどうでしょう。
それぞれのホームページを見れば、お近くの相談窓口の連絡先を調べることができます。
また、ホームページには、様々な情報が掲載されています。ホームページにQ&Aがあれば、それ
を読むだけで解決がつくこともあるでしょう。
※注意：掲載された情報は、すべてが有用なものとは限りません。信頼できる情報であるか否か

は、情報の発信元を確認するなどして取捨選択して下さい。

● 住宅全般に関する相談窓口（注文住宅等の請負工事に関するもの）

電話で相談する
次に掲げる相談窓口のうち、国土交通省、都道府県などは直接訪問して相談することも可能で

す。また、お近くの消費生活センターでも相談を受け付けています。

困ったときは
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☆関係団体等

消費者センター等の消費生活相談窓口 消費者ホットライン 188（局番なし）

（一財）不動産適正取引推進機構 不動産の売買取引に関するご相談 0570-021030

法テラス 法的トラブルに関する総合案内窓口 0570-078374

（公社）全国宅地建物取引業保証協会 ＊各都道府県地方本部の苦情相談の窓口にお問い合わせください。

（公社）不動産保証協会 ＊各都道府県本部の苦情相談の窓口にお問い合わせください

● 不動産の売買に関するトラブル等のご相談窓口

困ったときのご相談窓口

● 契約の締結を媒介・代理した業者の業務に関するご相談窓口

☆国土交通省等

北海道開発局 事業振興部建設産業課 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 011-709-2311（代）

東北地方整備局 建政部建設産業課 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 022-225-2171（代）

関東地方整備局 建政部建設産業第二課 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 048-601-3151（代）

北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 025-280-8880（代）

中部地方整備局 建政部建設産業課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 052-953-8119（代）

近畿地方整備局 建政部建設産業第二課 〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 06-6942-1141（代）

中国地方整備局 建政部建設産業課 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 082-221-9231（代）

四国地方整備局 建政部建設産業課 〒760-8554 高松市サンポート3-33 087-851-8061（代）

九州地方整備局 建政部建設産業課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 092-471-6331（代）

沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 098-866-0031（代）

不動産・建設経済局 不動産業課 〒100-8918 千代田区霞ヶ関2-1-3 03-5253-8111（代）

☆都道府県宅建業法主管課

北海道 建設部住宅局建築指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-204-5575

青森県 県土整備部建築住宅課 〒030-8570 青森市長島1-1-1 017-734-9692

岩手県 県土整備部建築住宅課 〒020-8570 盛岡市内丸１0-1 019-629-5932

宮城県 土木部建築宅地課 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-3242

秋田県 建設部建築住宅課 〒010-8570 秋田市山王4-1-1 018-860-2565

山形県 県土整備部建築住宅課 〒990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2641

福島県 土木部建築指導課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7523

茨城県 土木部都市局建築指導課 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-4722

栃木県 県土整備部住宅課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2488

群馬県 県土整備部住宅政策課 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-226-3525
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埼玉県 都市整備部建築安全課 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-5488

千葉県 県土整備部建設・不動産業課 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 043-223-3238

東京都 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 03-5320-5071

神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課 〒231-0021 横浜市中区日本大通33 045-285-3218

新潟県 土木部都市局建築住宅課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5439

富山県 土木部建築住宅課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 076-444-3355

石川県 土木部建築住宅課 〒920-8580 金沢市鞍月1-1 076-225-1778

福井県 土木部建築住宅課 〒910-8580 福井市大手3-17-1 0776-20-0505

山梨県 県土整備部建築住宅課 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 055-223-1730

長野県 建設部建築住宅課 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7331

岐阜県 都市建築部建築指導課 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 058-272-8680

静岡県 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-3072

愛知県 都市・交通局都市基盤部都市総務課 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6583

三重県 県土整備部建築開発課 〒514-8570 津市広明町13 059-224-2708

滋賀県 土木交通部住宅課 〒520-8577 大津市京町4-1-1 077-528-4231

京都府 建設交通部建築指導課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075-414-5343

大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 06-6210-9734

兵庫県 まちづくり部建築指導課 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3612

奈良県 県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課 〒630-8501 奈良市登大路町30 0742-27-7563

和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 073-441-3180

鳥取県 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 〒680-8570 鳥取市東町1-220 0857-26-7399

島根県 土木部建築住宅課 〒690-8501 松江市殿町1番地 0852-22-6587

岡山県 土木部都市局建築指導課 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7450

広島県 土木建築局建築課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-4185

山口県 土木建築部住宅課 〒753-8501 山口市滝町1-1 083-933-3883

徳島県 県土整備部住宅課 〒770-8570 徳島市万代町1-1 088-621-2604

香川県 土木部住宅課 〒760-8570 高松市番町4-1-10 087-832-3582

愛媛県 土木部道路都市局建築住宅課 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 089-912-2758

高知県 土木部住宅課 〒780-8570 高知市丸の内1-2-20 088-823-9861

福岡県 建築都市部建築指導課 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3718

佐賀県 県土整備部建築住宅課 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7164

長崎県 土木部建築課 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 095-894-3094

熊本県 土木部建築住宅局建築課 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2536

大分県 土木建築部建築住宅課 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 097-506-4682

宮崎県 県土整備部建築住宅課 〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 0985-24-2944

鹿児島県 土木部建築課 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-3704

沖縄県 土木建築部建築指導課 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2413

71



監　　修　都 道 府 県
編集発行　（一財）不動産適正取引推進機構

不動産売買の手引

編集　（一財）不動産適正取引推進機構

発行　東京都港区虎ノ門3丁目8番21号
　　　第33森ビル3階
　　　TEL 03（3435）8111㈹
　　　https://www.retio.or.jp

印刷　株式会社 加藤文明社 　2026.6

転載する場合は、あらかじめご連絡願います。
定価220円（本体200円＋税）

令和８年度版

不動産売買の手引_令和8年度【表紙】_cc2019.indd   1 2026/05/07   16:32


	m01-02
	p01-71
	〈許可〉不動産売買の手引
	m01-02
	01-71




